
 
(注) ※印の場所は金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所で

はありませんが投資者の縦覧の便宜のため備えるものでありま

す。 
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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
（注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

   ２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第67期中 第68期中 第69期中 第67期 第68期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 123,025 110,193 118,314 235,863 229,574

経常利益 (百万円) 1,278 697 988 2,248 2,037

中間(当期)純利益 (百万円) 814 247 127 1,499 893

純資産額 (百万円) 21,653 22,605 23,243 22,753 23,184

総資産額 (百万円) 81,582 80,531 79,814 77,774 78,788

１株当たり純資産額 (円) 300.24 308.86 306.48 315.38 316.58

１株当たり中間(当期)純
利益

(円) 11.29 3.43 1.73 20.78 12.38

潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益

(円) 11.28 3.43 1.73 20.76 12.37

自己資本比率 (％) 26.5 27.7 28.7 29.3 29.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,105 △651 1,553 3,258 △4,095

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,838 △1,298 △488 △3,406 △2,557

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,115 2,726 △1,259 △1,843 1,286

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 9,246 10,870 4,675 10,099 4,735

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数]

(人)
1,849
[870]

1,965
[951]

1,974
[867]

1,892
[931]

1,929
[945]



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純

利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

回次 第67期中 第68期中 第69期中 第67期 第68期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 114,388 104,246 112,402 217,303 211,691

経常利益 (百万円) 1,205 1,075 775 2,113 2,614

中間(当期)純利益 (百万円) 803 226 148 1,161 843

資本金 (百万円) 9,899 9,899 9,899 9,899 9,899

発行済株式総数 (千株) 87,759 87,759 87,759 87,759 87,759

純資産額 (百万円) 23,515 23,773 24,329 24,254 24,288

総資産額 (百万円) 76,471 75,751 74,558 72,132 74,835

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 7.00 7.00

自己資本比率 (％) 30.8 31.4 32.6 33.6 32.5

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数]

(人)
895
[129]

891
[153]

901
[188]

871
[131]

870
[154]



２ 【事業の内容】 
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 
当中間連結会計期間においてスターゼンインターナショナル㈱を設立し、連結子会社としております。

なお、スターゼンインターナショナル㈱の概要は下記のとおりです。 

 
  

４ 【従業員の状況】 
(1) 連結会社の状況 

事業の種類別セグメントを記載していないため事業部門別の従業員数を示すと次のとおりでありま

す。 
平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間連結会計期間の平均人員を( )外数で記載しておりま

す。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間会計期間の平均人員を( )外数で記載しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

連結子会社ローマイヤ㈱にはローマイヤ労働組合が組織（組合員数13名）されており、日本食品関連

産業労働組合総連合会に加盟しております。 

 当社及びその他の連結子会社には労働組合は結成されておりません。 

 なお、労使関係は良好であります。 

名      称 スターゼンインターナショナル株式会社

本  店 所 在  地 東京都港区

資   本   金 100百万円

事  業 の 内  容 食肉及び畜産物の輸出入、食肉及び食品の加工並びに売買等

議決権の所有割合 100.0％

事業部門の名称 従業員数(臨時従業員数)(人)

食肉の処理加工部門 613(351)

ハム・ソーセージの製造部門 129(168)

食肉の販売部門 1,016(256)

生産・肥育部門 79( 12)

その他の部門 137( 80)

合計 1,974(867)

従業員数(人) 901(188)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 
(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や市場金利の上昇、年金問題といった不

安材料はあるものの、好調な企業収益を背景とした設備投資の増加や雇用・所得情勢の改善などによ

り、景気は緩やかな回復基調を維持いたしました。 

 しかしながら、食肉業界におきましては、世界的な食肉需要の高まりによる競争激化に伴って海外の

原産地価格の高騰が続いていることに加え、ハム・ソーセージ等の副原料や資材価格の上昇、飼料価格

の高騰などにより仕入価格の上昇もあり、依然として厳しい環境で推移いたしました。 

 また、食品の表示偽装事件が相次ぎ、消費者の食の安全に対する関心はさらに高くなっております。

 このような中にあって当社グループは、食肉の安定供給のために国内外の集荷基盤の拡充を図り、主

力商品である国産・輸入の牛肉・豚肉等の販売強化を推進いたしました。 

 また、食の安全・安心への取り組みであるＳＱＦ２０００（安全管理と品質管理の両方を兼ね備えた

国際規格）の確実な運用と認証事業所の拡大に注力し、お客様の信頼の確立と社会的評価の向上に努め

ました。特に、当社グループの重要課題であります「グループ組織体制の変革」について、グループ経

営と業務執行を分離した制度への移行の第一歩として、平成19年７月19日付でスターゼンインターナシ

ョナル㈱を設立し、海外本部の貿易関係部門を平成19年10月１日付で同社へ分割し、事業経営のスピー

ド化と効率化を図ることといたしました。 

 以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は1,183億14百万円（前年同期比7.4％増）となりました。

また、利益につきましては、営業利益が6億49百万円（前年同期比17.4％増）、経常利益が9億88百万円

（前年同期比41.8％増）となりました。しかし、今期より役員退職慰労引当金の会計処理の方法を変更

したことにより、過年度分の役員退職慰労金繰入額3億29百万円など、特別損失を5億33百万円計上した

ことにより、中間純利益は1億27百万円（前年同期比48.6％減）となりました。 
  
当社グループは、食肉関連の事業を中心とした単一セグメントであり、かつ、生産肥育から処理加

工、製造、販売に至るまで一連の工程で行っていることから、業績の実態を明確にするため、次の業績

の内容を品目別に表示しております。 
  
＜食 肉＞ 

国産牛肉は、新しい商品の提案や「華鶴和牛」、「薩州牛」などの銘柄牛の取扱いを積極的に行いま

したが、乳用種の卸売価格が軟調に推移し、売上高はほぼ横這いとなりました。 

 輸入牛肉は、わが国の主要輸入先である豪州が２年連続の大干ばつに見舞われ、現地出荷価格が上昇

したため、国内卸売価格は高値で推移し、売上高は増加いたしました。なお、米国産牛肉の輸入は、前

年７月に再々開されましたが、月齢条件に合った牛肉の供給量が限られているうえ、現地価格高で輸入

量も少なく、売上への影響は僅少に留まりました。 

 国産豚肉の需要は堅調に推移し、集荷基盤と加工工場の生産体制を強化し、拡販に努めました。 

 輸入豚肉は、飼料価格の高騰や世界的な豚肉需要の高まりから、現地出荷価格が高騰しましたが、北

米産豚肉の輸入に注力した結果、取扱い数量、売上高ともに大幅に増加いたしました。 

 鶏肉は、飼料価格の高騰と輸入量の減少により、国産・輸入ともに価格が上昇しましたが、仕入れの

強化に努め、数量、売上高を伸ばすことができました。 

 これらの結果、食肉部門の売上高は、前年同期比110.1％の999億42百万円となりました。 

 下期につきましては、需給動向を的確に捉え、需要に見合った質と量の確保に努め、さらなる販売努

力を通じて業容の拡大に努めてまいります。 
  
＜加工食品＞ 

加工食品は、焼肉キット商品及び結着肉のサイコロステーキを中心に販売促進を行いましたが、低価

格商品の構成比が増えた結果、売上高は減少し、前年同期比91.2％の121億19百万円となりました。 

 下期につきましては、鍋物商材、ミートデリカ商品を中心に販売拡大と新商品開発に努めてまいりま

す。 
  



＜ハム・ソ－セ－ジ＞ 

ハム・ソーセージは「ローマイヤフェストエッセン」を中心としたコンシューマー新商品及びロース

ハム、ベーコン、ウインナーの主力商品が好調に推移し、数量・売上高ともに拡大し、前年同期比

106.3％の42億6百万円となりました。 

 下期につきましては、新商品の開発やローマイヤ商品の販売強化に取り組み、取扱いの拡大に努めて

まいります。 
  
＜その他＞ 

その他につきましては、特記するほどのこともなく推移して、売上高は前年同期比94.3％の20億45百

万円となりました。 
  
(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、46億75

百万円となり、前連結会計年度末に比べ59百万円減少いたしました。 

 当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間末において営業活動の結果、得た資金は15億53百万円(前年同期は6億51百万円の

資金の減少)となりました。 

 これは主に、たな卸資産の増加額21億65百万円があったものの、前渡金の減少額18億73百万円及び仕

入債務の増加額11億26百万円によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間末において投資活動の結果、使用した資金は4億88百万円(前年同期は12億98百万

円の資金の減少)となりました。 

 これは主に、固定資産の取得による支出8億41百万円によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間末において財務活動の結果、使用した資金は12億59百万円(前年同期は27億26百

万円の資金の増加)となりました。 

 これは主に、長期借入金の返済による支出19億88百万円によるものであります。 

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】 
(1) 生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績は次のとおりであります。 

なお、当社グループは、食肉関連の事業を中心とした単一セグメントであり、かつ、生産肥育から処

理加工、製造、販売に至るまで一連の工程で行っていることから、次の生産実績を品目別で表示してお

ります。 
  

 
(注) １ 金額は生産価格によっております。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

項目

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

金額(百万円) 前年同期比(％)

食肉 32,816 103.4

加工食品 3,679 78.3

ハム・ソーセージ 1,821 112.9

その他 573 116.6

合計 38,891 100.9



(2) 商品仕入実績 

当中間連結会計期間の商品仕入実績は次のとおりであります。 

なお、当社グループは、食肉関連の事業を中心とした単一セグメントであり、かつ、生産肥育から処

理加工、製造、販売に至るまで一連の工程で行っていることから、次の仕入実績を品目別で表示してお

ります。 
  

 
(注) １ 金額は仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 受注状況 

当社グループは受注生産を行っておりません。 

  

(4) 販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績は次のとおりであります。 

なお、当社グループは、食肉関連の事業を中心とした単一セグメントであり、かつ、生産肥育から処

理加工、製造、販売に至るまで一連の工程で行っていることから、次の販売実績を品目別で表示してお

ります。 
  

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

項目

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

金額(百万円) 前年同期比(％)

食肉 66,129 115.4

加工食品 3,359 81.5

ハム・ソーセージ 637 101.7

その他 1,774 118.4

合計 71,900 113.1

項目

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

金額(百万円) 前年同期比(％)

食肉 99,942 110.1

加工食品 12,119 91.2

ハム・ソーセージ 4,206 106.3

その他 2,045 94.3

合計 118,314 107.4



３ 【対処すべき課題】 
当中間連結会計期間において、当連結会社の事実上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。 

なお、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、以下の

とおりであります。 

当社は、平成19年５月８日開催の取締役会において、会社法施行規則大127条に定める「当社の財務

及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」（以下、「基本方針」といいます。）

を決定するとともに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止する取組みとして、当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（以下、「本プラ

ン」といいます。）を決定し、平成１9年６月28日開催の定時株主総会において本プランの導入につい

て承認を得ております。 

(1) 基本方針の内容 

当社株式は上場しているため、株主、投資家の皆様の自由な取引に委ねられており、会社を支配する

者の在り方は基本的には株主の皆様全体の意思に基づき決定されるものと考えております。 

 従って、当社は、当社株式の大規模な買付行為の是非については、 終的に株主の皆様の判断に委ね

られるべきものと考えており、そのために株主の皆様が適切な状況判断を行えるよう、十分な情報提供

と考慮期間を設ける必要があると認識しております。 

 また、当社は、一概に当社株式に対しての大規模な買付行為に対して否定的な見解を有するものでは

ありません。しかしながら、近時の大規模な買付行為の中には、 

①当社株式の大量買付の目的が真摯に合理的な経営を目指すものではないことが明白であるもの、 

②買収者が一般株主に対し、不利益な条件で株式売却を事実上強要する恐れがあるもの、 

③買収者が、一般株主が適切に判断するために必要な情報の提供や考慮期間が用意していないもの、 

④買収者が会社取締役会に対し、買収提案および事業計画等の提示、並びに交渉機会、考慮期間を用意

していないもの等、会社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることにならないもの

も想定されます。そのような買付行為を行う者は、当社の会社の支配に関する基本方針に照らして適当

でないと判断し、企業価値ひいては株主共同の利益を確保する為に、不適切な者から防止するために何

らかの対抗措置を講ずる必要があると考えます。 

(2) 会社支配に関する基本方針の実現に資する取り組み 

当社は、1948年の創業以来、常に日本の食肉産業の発展と近代化を押し進めるべく、業界のイノベー

ター（革新者）として、先駆的な役割を果たしてまいりました。 

 1955年にはオーストラリアから冷凍牛肉の試験輸入を行い、数年後には冷蔵トラックによる豚枝肉の

輸送を開始し、さらにはブロック肉（正肉）の規格化を実施しました。業界ではごく当り前のように行

われていることですが、いずれも当社が初めて試みたことです。 

 今日でも変化に絶えない食肉産業界ですが、当社は、当社が扱う食肉をお客様に安全で確実にお届け

できる体制を整えるために、業界に先駆けた取り組みに注力してまいりました。まず「ＳＱＦ２００

０」（注１）の全事業所、工場による認証取得を推進しており、既に数多くの事業所が認証を受け実践

しております。続いて、トレーサビリティーの確保ですが、食肉に関する安全・安心を提供すべく、当

社グループが生産、製造する牛肉、豚肉は全てトレーサビリティーが可能になっています。当社ホーム

ページにおいても国産牛は2003年から、国産豚肉は2004年からトレーサビリティーが可能なシステムを

構築しております。 

 昨今、日本では食肉や魚等の生鮮品に先行き不足感があります。新聞等においても世界的な食肉や飼

料の相場高が報道されています。そのような中、当社は国内生産基盤および集荷基盤をより一層拡充

し、併せて海外からの開発輸入を積極的に行い、そうして集荷した食肉等を自社のコールドチェーン

（冷蔵トラック等によるルートセールスを主体とした物流機能）を通じて日本全国へ供給できる体制を

構築してまいりました。 

 引き続きこれらの取り組みを一層強化し、食肉需要の変化に適確に対応してまいります。 

 さらに、当社は、「食を通して人を幸せにする生活関連企業になる」という経営ビジョンの実現を目

指すため、その一環として、新規事業の創出に取り組み、既に現実性を帯びてきた少子高齢化、単身世

帯の増加など、これまでとは異なる消費形態への対応を図るべく、食肉以外の食品の調達や販売を視野

に入れ、時代の変化に合わせ、自らを積極的に変革していく考えです。 

 当社は、このような事業展開を通じて、企業価値ひいては株主共同の利益の一層の向上を追求し、さ

らには財務体質の強化と内部留保の充実を考慮しつつ、株主利益を重視した配分を基本とした配当政策

を実施してまいります。 

注１：ＳＱＦ２０００とは、 

  オーストラリア政府が開発した食品安全認証規格であり、現在は全米フードマーケティング協会

（ＦＭＩ）が管理。オーストラリア、米国、欧州、アジア等世界的に認められた食品の安全性と品質を

確保する認証システム。 

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組み 



① 本プランの対象となる当社株券等の買付 

本プランの対象となる当社株券等の買付とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすること

を目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上とな

る当社株券等の買付行為（以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行

う者を「大規模買付者」といいます。）とします。 

② 独立委員会の設置 

本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、当社決定の合理

性・公正性を担保するため、独立委員会規程を定めるとともに、独立委員会を設置し、社外有識者3

名を委員として選出しております。 

③ 大規模買付ルールの概要 

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為の概要等を記載した意向表

明書を、当社取締役会に提出していただきます。当社取締役会は、意向表明書を受領後、大規模買付

者に対して、大規模買付行為に関する情報（以下「評価必要情報」といいます。）の提出を求め、大

規模買付者には、評価必要情報を当社取締役会に提出していただきます。 

大規模買付者の評価必要情報の提供完了後、取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立

案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）を設定します。従って、大規模買付行為

は、かかる取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。 

取締役会評価期間中、当社取締役会は、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、開示いたし

ます。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、

当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。 

④ 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわら

ず、当社取締役会は、独立委員会の勧告を 大限尊重したうえで、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益を守ることを目的として、対抗措置を取る場合があります。 

⑤ 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として当該大規模買付行為に対する対抗

措置はとりません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案

及び当社が提示する当該買付提案に対する意見等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。 

但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、例外的に当社取締役会は、独立委員

会の勧告を 大限尊重したうえで、対抗措置の発動を決定することができるものとします。 

⑥ 対抗措置発動の停止等について 

上記④または⑤において、当社取締役会が具体的対抗措置を講ずることを決定した後、当該大規模買

付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと当社取締役

会が判断した場合には、独立委員会の助言、意見または勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動

の停止または変更等を行うことがあります。 

⑦ 本プランの適用開始、有効期限、廃止及び修正・変更 

本プランの有効期限は平成22年６月30日までに開催される当社第71回定時株主総会の終結の時までと

なっております。ただし、第68期定時株主総会において承認され発効した後であっても、①当社株主

総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社取締役会により本プランを廃止す

る旨の決議が行われた場合には、その時点で本プランは廃止されるものとします。 

(4) 本プランが基本方針に添い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地

位の維持を目的とするものではないことについて 

本プランの導入にあたっては、以下の点を十分考慮しており、本プランが基本方針に沿い、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするもの

ではないと考えております。 

① 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

② 株主共同の利益を損なうものではないこと 

③ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

  



４ 【経営上の重要な契約等】 
  平成19年８月７日開催の当社取締役会においてスターゼンインターナショナル株式会社との分割契約

書の承認を決議し、平成19年10月１日をもって分割いたしました。 

  

吸収分割に関する事項の概要は、次のとおりであります。 

(1) 会社分割の目的 

当社は、国産食肉及び輸入食肉の卸売事業を中心に行ってまいりましたが、今後予想される海外食肉

市場の環境変化にスピーディーに対応するために、海外本部を分割することといたしました。 

 分割と同時に権限委譲と責任の明確化を行い、組織を活性化し、事業経営のスピード化と効率化を図

ることとします。 

  

(2) 会社分割の方法 

当社を分割会社とし、本会社分割を目的として平成19年７月19日付けで当社の100％出資により設立

されたスターゼンインターナショナル株式会社を承継会社とする分社型吸収分割です。 

  

(3) 分割する資産、負債の状況（平成19年９月30日現在） 

 
  

(4) スターゼンインターナショナル株式会社の概要 

名称    スターゼンインターナショナル株式会社 

 代表者   代表取締役社長 片山学 

 本店所在地 東京都港区港南二丁目５番７号 

 資本金   100百万円 

 事業の内容 食肉及び畜産物の輸出入、食肉及び食品の加工並びに売買等 

  

５ 【研究開発活動】 
当社グループは「食を通して人を幸せにする生活関連企業になる」というスターゼンの経営ビジョン

に基づき、「安全で、安心な、美味しい商品」の提供を行うため、食肉加工原料・副原料・添加物・香

辛料等、徹底した原材料の品質チェック、更には自社工場及び協力工場・仕入先様の工場に至るまで製

造管理・衛生管理の確認を実施し、商品の研究・開発に取り組んでおります。 

 当社は、マーケットの変化に応える為、生肉のみならず、ハム・ソーセージ、ハンバーグ、デリカ、

加工食肉、更には一般食品に至るまで多岐にわたる商品の開発を行ってまいります。 

 さらにグループ企業であるハム・ソーセージの老舗企業であるローマイヤ社とともにハム・ソーセー

ジ商品、ミートデリカの研究開発にも積極的に取り組んでおります。 

 今後におきましても「安全で、安心な、美味しい商品の開発」を基本に、お客様にご満足頂ける商品

の提供に向け、スターゼングループ挙げて研究開発活動をすすめてまいります。 

 なお、当社グループは、食肉関連の事業を中心とした単一セグメントであり、かつ、生産肥育から処

理加工、製造、販売に至るまで一連の工程で行っていることから、事業別の研究開発活動の記載は省略

しております。 

 当中間連結会計期間の研究開発費の総額は、43百万円となっております。 

資産 金額(百万円) 負債 金額(百万円)

流動資産 7,639 流動負債 4,736

固定資産 398 固定負債 ―

合計 8,037 合計 4,736



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 
 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 
 前連結会計年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。また、当

中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 
  

 
  

② 【発行済株式】 
  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

新株予約権 

 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のと 

おりであります。 

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権発行日以後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

種類
中間会計期間末現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成19年12月25日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通 
株式

87,759,216 同左
東京証券取引所
(市場第一部)

―

計 87,759,216 同左 ― ―

株主総会の特別決議日(平成15年６月27日)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個)  114 (注) １  同左 (注) １

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 114,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり190 (注) ２ 同左

新株予約権の行使期間
平成17年７月１日～
平成22年６月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  190
資本組入額  95

同左

新株予約権の行使の条件

権利行使時において当社の役員
または使用人(出向者・転籍者を含
む)の地位にあることを要する。

新株予約権者が死亡したときは
その相続人による新株予約権の相
続を認める。

新株予約権の質入れその他一切
の処分は認めない。

その他の条件については、株主
総会及び取締役会決議に基づい
て、当社と新株予約権者との間で
締結する契約の定めるところによ
る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、

取締役会の承認を要するものとす
る。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─ ─



  

 

また、発行日以後、当社が時価を下回る価格で新株の発行(時価発行として行う公募増資、新株予約権及び

新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 

なお、上記算式中の「既発行株式数」は、当社が保有する自己株式数を除きます。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 上記のほか、当社所有の自己株式13,108千株 (14.94％) があります。 

  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割(または株式併合)の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当り払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 分割・新規発行による増加株式数

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日

─ 87,759,216 ─ 9,899 ─ 5,832

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 3,249 3.70

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町一丁目13番２号 3,044 3.47

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 2,799 3.19

スターゼン社員持株会 東京都港区港南二丁目５番７号 2,481 2.83

株式会社鶉橋興産 東京都品川区豊町六丁目８番５号 2,349 2.68

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 2,216 2.53

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町一丁目１番５号 1,603 1.83

横浜冷凍株式会社
神奈川県横浜市神奈川区守屋町一丁目
１番７号

1,532 1.75

三井生命保険株式会社 東京都千代田区大手町一丁目２番３号 1,500 1.71

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 1,305 1.49

計 ― 22,081 25.16



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 「単元未満株式」には当社所有の自己株式650株が含まれております。 

２ 「完全議決権株式(その他)」の中には株式会社証券保管振替機構名義の株式37,000株(議決権37個)が含まれ

ております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 
(注) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありませ
ん。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 13,108,000

―
権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 74,144,000 74,144 同上

単元未満株式 普通株式   507,216 ― 同上

発行済株式総数 87,759,216 ― ―

総株主の議決権 ― 74,144 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割

合(％)

(自己保有株式) 
スターゼン株式会社

東京都港区港南二丁目 
５番７号

13,108,000 ― 13,108,000 14.94

計 ― 13,108,000 ― 13,108,000 14.94

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 293 300 302 299 286 280

低(円) 278 279 283 282 257 257



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年

９月30日まで)及び前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表については、みすず監査法人及び太陽ＡＳＧ監査法人により中間監査を受け、金融商品取

引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日ま

で)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務

諸表については、新日本監査法人により中間監査を受けております。 

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

第68期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第68期中間会計期間の中間財務諸表 

                          みすず監査法人及び太陽ＡＳＧ監査法人 

第69期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第69期中間会計期間の中間財務諸表 

                          新日本監査法人 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比

 (％)
金額(百万円)

構成比

 (％)
金額(百万円)

構成比

 (％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １．現金及び預金 ※２ 11,089 4,922 4,989

 ２．受取手形及び売掛金 ※５ 25,837 28,997 28,164

 ３．たな卸資産 10,386 12,896 10,643

 ４．繰延税金資産 705 648 477

 ５．その他 2,319 2,367 3,972

   貸倒引当金 △59 △27 △22

  流動資産合計 50,278 62.4 49,804 62.4 48,225 61.2

Ⅱ 固定資産

 １．有形固定資産

  (1) 建物及び構築物
※１ 
※２

9,478 9,501 9,580

  (2) 土地 ※２ 7,903 8,350 7,967

  (3) その他
※１ 
※２

2,320 19,701 24.5 2,298 20,150 25.3 2,175 19,723 25.0

 ２．無形固定資産 789 1.0 577 0.7 672 0.9

 ３．投資その他の資産

  (1) 投資有価証券
※２
※４

5,502 4,531 5,559

  (2) 賃貸不動産 ※１ 1,654 1,806 1,846

  (3) 繰延税金資産 409 871 558

  (4) その他 2,441 2,303 2,529

    投資損失引当金 △29 ― △29

    貸倒引当金 △235 9,742 12.1 △257 9,256 11.6 △333 10,130 12.9

  固定資産合計 30,233 37.6 29,985 37.6 30,526 38.8

Ⅲ 繰延資産

   社債発行費 19 23 36

  繰延資産合計 19 0.0 23 0.0 36 0.0

  資産合計 80,531 100.0 79,814 100.0 78,788 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比

 (％)
金額(百万円)

構成比

 (％)
金額(百万円)

構成比

 (％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １．支払手形及び買掛金
※２
※５

11,211 11,721 10,556

 ２．短期借入金
※２
※４

19,503 21,437 21,029

 ３．一年以内返済予定 
   の長期借入金

※２ 4,715 3,156 3,718

 ４．一年以内償還予定 
   の社債

3,180 576 576

 ５．賞与引当金 1,384 1,363 1,004

 ６．その他 ※４ 4,186 3,681 3,580

  流動負債合計 44,182 54.8 41,937 52.6 40,466 51.4

Ⅱ 固定負債

 １．社債 3,630 5,856 6,144

 ２．長期借入金 ※２ 8,132 6,451 7,010

 ３．退職給付引当金 1,677 1,651 1,680

 ４．役員退職慰労引当金 ― 376 ―

 ５．その他 303 298 301

  固定負債合計 13,743 17.1 14,634 18.3 15,137 19.2

  負債合計 57,925 71.9 56,571 70.9 55,603 70.6

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １．資本金 9,899 12.3 9,899 12.4 9,899 12.6

 ２．資本剰余金 10,334 12.8 10,618 13.3 10,335 13.1

 ３．利益剰余金 4,078 5.1 4,346 5.4 4,724 6.0

 ４．自己株式 △2,668 △3.3 △2,241 △2.8 △2,667 △3.4

  株主資本合計 21,644 26.9 22,622 28.3 22,291 28.3

Ⅱ 評価・換算差額等

 １．その他有価証券 
   評価差額金

735 0.9 359 0.5 659 0.8

 ２．繰延ヘッジ損益 3 0.0 △32 △0.1 △21 △0.0

 ３．為替換算調整勘定 △101 △0.1 △71 △0.1 △86 △0.1

  評価・換算差額等 
  合計

637 0.8 255 0.3 550 0.7

Ⅲ 少数株主持分 323 0.4 364 0.5 342 0.4

  純資産合計 22,605 28.1 23,243 29.1 23,184 29.4

  負債純資産合計 80,531 100.0 79,814 100.0 78,788 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 110,193 100.0 118,314 100.0 229,574 100.0

Ⅱ 売上原価 100,485 91.2 108,626 91.8 209,040 91.0

  売上総利益 9,707 8.8 9,687 8.2 20,533 9.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 9,154 8.3 9,038 7.7 18,528 8.1

  営業利益 553 0.5 649 0.5 2,004 0.9

Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息 23 29 55

 ２．受取配当金 42 76 56

 ３．不動産賃貸収入 281 302 573

 ４．保険金収入 168 171 189

 ５．持分法による投資利益 43 31 75

 ６．補助金収入 ― 235 ―

 ７．その他 118 678 0.6 174 1,020 0.9 249 1,199 0.5

Ⅴ 営業外費用

 １．支払利息 351 423 763

 ２．不動産賃貸費用 116 115 239

 ３．その他 67 534 0.5 142 681 0.6 163 1,167 0.5

  経常利益 697 0.6 988 0.8 2,037 0.9

Ⅵ 特別利益

 １．固定資産売却益 ※２ 15 1 15

 ２．投資有価証券売却益 92 44 92

 ３．保険差益 ― ― 11

 ４．貸倒引当金戻入益 33 19 ―

 ５．投資損失引当金戻入益 4 145 0.1 19 84 0.1 4 123 0.1

Ⅶ 特別損失

 １．固定資産売却損 ※３ 5 3 8

 ２．固定資産除却損 ※４ 103 76 243

 ３．減損損失 ※５ ― ― 21

 ４．投資有価証券売却損 ― 6 3

 ５．投資有価証券評価損 5 ― 37

 ６．投資損失引当金繰入額 10 ― 10

 ７．役員退職慰労金 ― 86 30

 ８．役員退職慰労引当金繰 
   入額

― 329 ―

 ９．店舗閉鎖費用 ― ― 49

１０．関係会社整理損 ― 123 0.1 30 533 0.4 ― 405 0.2

  税金等調整前中間(当期) 
  純利益

719 0.6 538 0.5 1,754 0.8

  法人税、住民税及び 
  事業税

661 662 885

  法人税等調整額 △137 523 0.4 △259 403 0.4 8 893 0.4

  少数株主利益又は 
  少数株主損失（△）

△52 △0.0 7 0.0 △32 △0.0

  中間(当期)純利益 247 0.2 127 0.1 893 0.4



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

   

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

   

項 目
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 9,899 10,334 4,335 △2,666 21,903

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △505 △505

 中間純利益 247 247

 自己株式の取得 △3 △3

 自己株式の処分 0 1 1

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)
中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― 0 △257 △2 △259

平成18年９月30日残高(百万円) 9,899 10,334 4,078 △2,668 21,644

項 目

評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 941 ― △92 849 369 23,123

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △505

 中間純利益 247

 自己株式の取得 △3

 自己株式の処分 1

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△206 3 △8 △211 △45 △257

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△206 3 △8 △211 △45 △517

平成18年９月30日残高(百万円) 735 3 △101 637 323 22,605

項 目
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 9,899 10,335 4,724 △2,667 22,291

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △505 △505

 中間純利益 127 127

 自己株式の取得 △3 △3

 自己株式の処分 283 429 712

 連結子会社増加に伴う増加高 0 0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)
中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― 283 △377 425 331

平成19年９月30日残高(百万円) 9,899 10,618 4,346 △2,241 22,622

項 目

評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 659 △21 △86 550 342 23,184

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △505

 中間純利益 127

 自己株式の取得 △3

 自己株式の処分 712

 連結子会社増加に伴う増加高 0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△299 △10 15 △294 22 △272

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△299 △10 15 △294 22 58

平成19年９月30日残高(百万円) 359 △32 △71 255 364 23,243



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
  

   

 
  

項 目
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 9,899 10,334 4,335 △2,666 21,903

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △505 △505

 当期純利益 893 893

 自己株式の取得 △6 △6

 自己株式の処分 0 4 5

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額)
連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

― 0 388 △1 387

平成19年３月31日残高(百万円) 9,899 10,335 4,724 △2,667 22,291

項 目

評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 941 ― △92 849 369 23,123

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △505

 当期純利益 893

 自己株式の取得 △6

 自己株式の処分 5

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額)

△282 △21 5 △298 △27 △326

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△282 △21 5 △298 △27 61

平成19年３月31日残高(百万円) 659 △21 △86 550 342 23,184



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー
   税金等調整前中間(当期) 
   純利益

719 538 1,754

   減価償却費 803 741 1,596

   減損損失 ― ― 21

   賞与引当金の増減額 
   （△は減少額）

374 357 △5

   退職給付引当金の増減額 
   （△は減少額）

51 △29 54

   役員退職慰労引当金の増加 
   額

― 376 ―

   貸倒引当金の増減額 
   （△は減少額）

△40 △71 20

   のれん償却額 89 90 187

   受取利息及び受取配当金 △66 △105 △112

   持分法による投資利益 △43 △31 △75

   投資有価証券売却益 △92 △44 △92

   投資有価証券売却損 ― 6 3

   投資有価証券評価損 5 ― 37

   支払利息 351 423 763

   固定資産売却除却損 108 80 252

   固定資産売却益 △15 △1 △15

   保険差益 ― ― △11

   売上債権の増加額 △1,110 △822 △3,436

   たな卸資産の増加額 △1,619 △2,165 △1,877

   前渡金の増減額 
   （△は増加額）

547 1,873 △1,239

   仕入債務の増減額 
   （△は減少額）

416 1,126 △238

   その他 169 △234 504

    小計 648 2,109 △1,905

   利息及び配当金の受取額 71 114 126

   利息の支払額 △384 △459 △756

   保険金収入 ― 10 11

   法人税等の支払額 △986 △222 △1,571

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△651 1,553 △4,095



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 △111 △121 △268

   定期預金の払戻による収入 141 131 264

   投資有価証券の取得 
   による支出

△7 △97 △203

   投資有価証券の売却 
   による収入

122 499 127

   固定資産の取得による支出 △1,480 △841 △2,245

   固定資産の売却による収入 13 30 40

   短期貸付金の純増減額 
   （△は増加額）

9 △12 △36

   長期貸付金による支出 △72 △187 △135

   長期貸付金の回収 
   による収入

91 59 159

   その他 △5 50 △259

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,298 △488 △2,557

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   短期借入金の純増加額 473 490 1,268

   長期借入金による収入 5,000 326 5,564

   長期借入金の 
   返済による支出

△2,137 △1,988 △4,820

   社債の発行による収入 ― ― 2,965

   社債償還による支出 △90 △288 △3,180

   有価証券消費貸借契約 
   による預り金返済額

△9 ― ―

   自己株式の取得による支出 △3 △3 △6

   自己株式の売却による収入 1 712 4

   配当金の支払額 △505 △505 △505

   その他 △3 △4 △4

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

2,726 △1,259 1,286

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

△5 8 2

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増減額（△は減少額）

770 △185 △5,364

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

10,099 4,735 10,099

Ⅶ 新規連結子会社の現金 
  及び現金同等物の期首残高

― 126 ―

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※１ 10,870 4,675 4,735



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項
(1) 子会社23社は連結しておりま
す。
主要な連結子会社名
㈱スターゼンミートグループ
㈱ゼンチク販売
㈱スターゼン食品
東京白露産業㈱
ローマイヤ㈱

１ 連結の範囲に関する事項
(1) 子会社25社は連結しておりま
す。
主要な連結子会社名
㈱スターゼンミートグループ
㈱ゼンチク販売
東京白露産業㈱
ローマイヤ㈱
スターゼンインターナショナ
ル㈱
当中間連結会計期間において

スターゼンインターナショナル
㈱を設立致しました。また、㈱
小美玉ファームとローマイヤ販
売㈱は重要性が増したため、非
連結子会社から連結の範囲に含
めております。

１ 連結の範囲に関する事項
(1) 子会社22社は連結しておりま
す。
主要な連結子会社名
㈱スターゼンミートグループ
㈱ゼンチク販売
東京白露産業㈱
ローマイヤ㈱ 
 
 
当連結会計年度において㈱ス

ターゼン食品が当社と合併して
おります。

(2) 非連結子会社㈱スターダイニ
ングシステム他３社は、いずれ
も小規模会社であり、合計の総
資産、売上高、中間純損益及び
利益剰余金(持分に見合う額)等
は、いずれも中間連結財務諸表
に重要な影響を及ぼしていない
ため、連結の範囲から除外して
おります。

(2) 非連結子会社㈱スターダイニ
ングシステム他３社は、いずれ
も小規模会社であり、合計の総
資産、売上高、中間純損益及び
利益剰余金(持分に見合う額)等
は、いずれも中間連結財務諸表
に重要な影響を及ぼしていない
ため、連結の範囲から除外して
おります。

(2) 非連結子会社㈱スターダイニ
ングシステム他５社は、いずれ
も小規模会社であり、合計の総
資産、売上高、当期純損益及び
利益剰余金(持分に見合う額)等
は、いずれも連結財務諸表に重
要な影響を及ぼしていないた
め、連結の範囲から除外してお
ります。

２ 持分法の適用に関する事項
(1) 関連会社４社は持分法を適用
しております。
主要な会社名
ゼンミ食品㈱
㈱阿久根食肉流通センター

２ 持分法の適用に関する事項
(1) 関連会社４社は持分法を適用
しております。
主要な会社名
ゼンミ食品㈱
㈱阿久根食肉流通センター

２ 持分法の適用に関する事項
(1) 関連会社４社は持分法を適用
しております。
主要な会社名
ゼンミ食品㈱
㈱阿久根食肉流通センター

(2) 持分法を適用していない関連
会社新潟臓器㈲及び非連結子会
社は、中間純損益及び利益剰余
金等に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ、全体としても重要性
がないため持分法の適用範囲か
ら除外しております。

(2) 持分法を適用していない関連
会社新潟臓器㈲他１社及び非連
結子会社は、中間純損益及び利
益剰余金等に及ぼす影響が軽微
であり、かつ、全体としても重
要性がないため持分法の適用範
囲から除外しております。

(2) 持分法を適用していない関連
会社新潟臓器㈲及び非連結子会
社は、当期純損益及び利益剰余
金等に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ、全体としても重要性
がないため持分法の適用範囲か
ら除外しております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関
する事項

(1) ８月中間決算会社は、㈱栃木
ゼンチクです。

(2) ７月中間決算会社は、㈱サン
エー他９社です。

(3) ６月中間決算会社は、㈱スタ
ーゼンミートグループ他９社で
す。

これらの会社については、中
間連結決算日との差異がいずれ
も３ヶ月を超えないので、中間
連結財務諸表の作成に当たって
は、各社の中間会計期間に係わ
る財務諸表を基礎としておりま
す。なお、中間連結決算日との
間に生じた重要な取引は、連結
上必要な調整を行っておりま
す。

３ 連結子会社の中間決算日等に関
する事項

(1) ８月中間決算会社は、㈱栃木
ゼンチクです。

(2) ７月中間決算会社は、㈱サン
エー他９社です。

(3) ６月中間決算会社は、㈱スタ
ーゼンミートグループ他８社で
す。

これらの会社については、中
間連結決算日との差異がいずれ
も３ヶ月を超えないので、中間
連結財務諸表の作成に当たって
は、各社の中間会計期間に係わ
る財務諸表を基礎としておりま
す。なお、中間連結決算日との
間に生じた重要な取引は、連結
上必要な調整を行っておりま
す。

３ 連結子会社の事業年度等に関す
る事項

(1) ２月決算会社は、㈱栃木ゼン
チクです。

(2) １月決算会社は、㈱サンエー
他９社です。

(3) 12月決算会社は、㈱スターゼ
ンミートグループ他８社です。 
 

これらの会社については、
連結決算日との差異がいずれ
も３ヶ月を超えないので、当
連結財務諸表の作成に当たっ
ては、各社の当該事業年度に
係わる財務諸表を基礎として
おります。なお、連結決算日
との間に生じた重要な取引
は、連結上必要な調整を行っ
ております。



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法
① 有価証券

その他有価証券
時価のあるもの

中間連結決算日以前１ヶ
月の市場価格等の平均に基
づく時価法(評価差額は全部
純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法
により算定)

４ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評
価方法

  ① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの

同左

４ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び
評価方法

 ① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの

連結決算日以前１ヶ月の
市場価格等の平均に基づく
時価法(評価差額は全部純
資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法によ
り算定)

時価のないもの
移動平均法による原価法

時価のないもの
同左

時価のないもの
同左

  ② デリバティブ
 時価法

  ② デリバティブ
同左

 ② デリバティブ
同左

  ③ たな卸資産
商品及び製品

主として個別法及び総平
均法による原価法
原材料・仕掛品・貯蔵品
 主として先入先出法によ
る原価法

  ③ たな卸資産
商品及び製品

同左

原材料・仕掛品・貯蔵品
同左

 ③ たな卸資産
商品及び製品

同左

原材料・仕掛品・貯蔵品
同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償
却の方法
① 有形固定資産及び賃貸不動

産
主として定率法
但し、親会社千葉工場に

おいては、定額法
なお、親会社及び国内連

結子会社については、平成
10年４月１日以降に取得し
た建物(附属設備は除く。)
について、定額法を採用し
ております。

主な耐用年数は以下のと
おりであります。
建物 主として 38年
機械装置 主として ９年
賃貸不動産 
(建物)

主として 38年

(2) 重要な減価償却資産の減価償
却の方法
① 有形固定資産及び賃貸不動

産
主として定率法
但し、親会社千葉工場に

おいては、定額法
なお、親会社及び国内連

結子会社については、平成
10年４月１日以降に取得し
た建物(附属設備は除く)に
ついて、定額法を採用して
おります。

主な耐用年数は以下のと
おりであります。
建物 主として 38年
機械装置 主として ９年
賃貸不動産
(建物)

主として 38年

(2) 重要な減価償却資産の減価償
却の方法
① 有形固定資産及び賃貸不動

産
主として定率法
但し、親会社千葉工場に

おいては、定額法
なお、親会社及び国内連

結子会社については、平成
10年４月１日以降に取得し
た建物(附属設備を除く)に
ついて、定額法を採用して
おります。

主な耐用年数は以下のと
おりであります。
建物 主として 38年
機械装置 主として ９年
賃貸不動産
(建物)

主として 38年

(会計方針の変更)
 法人税法の改正((所得税
法等の一部を改正する法律
平成19年３月30日 法律第
６号)及び(法人税法施行令
の一部を改正する政令 平
成19年３月30日 政令第83
号))に伴い、平成19年４月
１日以降に取得したものに
ついては、改正後の法人税
法に基づく方法に変更して
おります。 
 なお、この変更による売
上総利益、営業利益、経常
利益、税金等調整前中間純
利益及び中間純利益に与え
る影響は軽微であります。



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(追加情報)
 平成19年３月31日以前に
取得したものについては、
償却可能限度額まで償却が
終了した翌年から５年間で
均等償却する方法によって
おります。 
 なお、この変更による売
上総利益、営業利益、経常
利益、税金等調整前中間純
利益及び中間純利益に与え
る影響は軽微であります。

② 無形固定資産
 定額法

② 無形固定資産
同左

② 無形固定資産
同左

(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失
に備えるため、一般債権に
ついては貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しておりま
す。

(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金
従業員賞与の支給に備え

るため、将来の支給見込額
に基づき計上しておりま
す。

② 賞与引当金
同左

② 賞与引当金
同左

③ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末
における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づ
き、当中間連結会計期間末
において発生していると認
められる額を計上しており
ます。

なお、過去勤務債務は発
生した連結会計年度より、
数理計算上の差異は発生の
翌連結会計年度より、それ
ぞれ５年による定額法によ
り按分した額を損益処理し
ております。

③ 退職給付引当金
同左

③ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末
における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づ
き、当連結会計年度末にお
いて発生していると認めら
れる額を計上しておりま
す。

なお、過去勤務債務は発
生した連結会計年度より、
数理計算上の差異は発生の
翌連結会計年度より、それ
ぞれ５年による定額法によ
り按分した額を損益処理し
ております。

④    ―――――――― ④ 役員退職慰労引当金
当社及び一部の連結子会

社においては、役員の退職
慰労金の支出に備えるた
め、内規に基づく当中間連
結会計期間末要支給額を計
上しております。

④    ――――――――



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(会計方針の変更)
 役員退職慰労金につきま
しては、従来支出時に費用
として処理しておりました
が、当中間連結会計期間よ
り、内規に基づく中間連結
会計期間末要支給額を役員
退職慰労引当金として計上
する方法に変更しておりま
す。 
 この変更は、「租税特別
措置法上の準備金及び特別
法上の引当金又は準備金並
びに役員退職慰労引当金等
に関する監査上の取扱い」
（日本公認会計士協会 平
成19年４月13日 監査・保
証実務委員会報告第42号）
が公表されたことを契機
に、役員退職慰労金を役員
在任期間にわたって合理的
に費用配分することによ
り、期間損益の適正化及び
財務内容の健全化を図るた
めに行ったものでありま
す。 
 この変更により、当中間
連結会計期間発生額9百万円
を販売費及び一般管理費に
計上し、過年度相当額329百
万円を特別損失に計上して
おります。 
 この結果、従来の方法に
よった場合と比べ、営業利
益及び経常利益は9百万円、
税金等調整前中間純利益は
338百万円それぞれ減少して
おります。 
 なお、役員退職慰労引当
金の設定に合わせ、従来、
退職給付引当金に含めて引
当処理していた執行役員退
職慰労引当金（前中間連結
会計期間54百万円 当中間
連結会計期間38百万円）を
当中間連結会計期間より役
員退職慰労引当金に含めて
表示しております。

⑤ 投資損失引当金
関係会社株式等の価値の

減少による損失に備えるた
め、投資先の財政状態等を
勘案し、必要額を計上して
おります。

⑤ 投資損失引当金
同左

⑤ 投資損失引当金
同左

(4) 重要なリース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの
以外のファイナンス・リース
取引については、通常の賃貸
借取引に係る方法に準じた会
計処理によっております。

(4) 重要なリース取引の処理方法
同左

(4) 重要なリース取引の処理方法
同左



 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(5) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

予定取引に係る為替予約
取引の評価差額は、純資産
の部の評価・換算差額等と
して繰延べております。な
お、外貨建取引の発生前に
為替予約が締結されている
ものは、外貨建取引及び金
銭債務に為替予約相場によ
る円換算額を付しておりま
す。

また、金利スワップにつ
いて特例処理の要件を満た
している場合には、特例処
理を採用しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

予定取引に係る為替予約
取引等の評価差額は、純資
産の部の評価・換算差額等
として繰延べております。
なお、外貨建取引の発生前
に為替予約が締結されてい
るものは、外貨建取引及び
金銭債務に為替予約相場に
よる円換算額を付しており
ます。

また、金利スワップにつ
いて特例処理の要件を満た
している場合には、特例処
理を採用しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段

為替予約取引及び金利ス
ワップ取引

ヘッジ対象
輸入取引及び借入金

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段

為替予約取引、クーポン
スワップ取引及び金利スワ
ップ取引
ヘッジ対象

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象
同左

③ ヘッジ方針
実需の範囲で輸入取引及

び借入金に係る為替変動リ
スク並びに金利変動リスク
をヘッジする方針でありま
す。

③ ヘッジ方針
同左

③ ヘッジ方針
同左

④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ取引の実行に当た

り、へッジ対象とヘッジ手
段との重要な条件(金額、時
期等)がほぼ一致しているこ
とを確認するとともに、開
始後も継続して為替相場の
変動を相殺できることを確
認しております。

また、予定取引について
は実行可能性が極めて高い
かどうかの判断を行ってお
ります。

なお、特例処理によって
いる金利スワップについて
は有効性の評価を省略して
おります。

④ ヘッジ有効性評価の方法
同左

④ ヘッジ有効性評価の方法
同左

(6) その他中間連結財務諸表作成
のための重要な事項
消費税等の会計処理

親会社及び国内連結会社の
消費税等の会計処理は、税抜
方式を採用しております。

(6) その他中間連結財務諸表作成
のための重要な事項
消費税等の会計処理

同左

(6) その他連結財務諸表作成のた
めの重要な事項
消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計
算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計
算書における資金(現金及び現金
同等物)は、手許現金、随時引き
出し可能な預金及び容易に換金可
能であり、かつ、価値の変動につ
いて僅少なリスクしか負わない取
得日から３ヶ月以内に償還期限の
到来する短期投資からなっており
ます。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計
算書における資金の範囲

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書
における資金(現金及び現金同等
物)は、手許現金、随時引き出し
可能な預金及び容易に換金可能で
あり、かつ、価値の変動について
僅少なリスクしか負わない取得日
から３ヶ月以内に償還期限の到来
する短期投資からなっておりま
す。



会計処理の変更 
  

   
表示方法の変更 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等） 
（自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準等の一部改正）
当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準」（企業会計基準委員会
平成17年12月９日 企業会計基準第
５号）及び「貸借対照表の純資産の
部の表示に関する会計基準等の適用
指針」（企業会計基準委員会 平成
17年12月９日 企業会計基準適用指
針第８号）並びに改正後の「自己株
式及び準備金の額の減少等に関する
会計基準」（企業会計基準委員会

終改正平成18年８月11日 企業会
計基準第１号）及び「自己株式及び
準備金の額の減少等に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準委員
会 終改正平成18年８月11日 企
業会計基準適用指針第２号）を適用
しております。
これによる損益に与える影響はあ

りません。
なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は22,278百万円であ
ります。
中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中
間連結財務諸表は、改正後の中間連
結財務諸表規則により作成しており
ます。

―――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等） 
（自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準等の一部改正）
当連結会計年度より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計
基準」（企業会計基準委員会 平成
17年12月９日 企業会計基準第５
号）及び「貸借対照表の純資産の部
の表示に関する会計基準等の適用指
針」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準適用指針
第８号）並びに改正後の「自己株式
及び準備金の額の減少等に関する会
計基準」（企業会計基準委員会 
終改正平成18年８月11日 企業会計
基準第１号）及び「自己株式及び準
備金の額の減少等に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準委員会

終改正平成18年８月11日 企業会
計基準適用指針第２号）を適用して
おります。
これによる損益に与える影響はあ

りません。
なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は22,864百万円であ
ります。
連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸
表は、改正後の連結財務諸表規則に
より作成しております。

（企業結合に係る会計基準等）
当中間連結会計期間より、「企業

結合に係る会計基準」（企業会計審
議会 平成15年10月31日）及び「事
業分離等に関する会計基準」（企業
会計基準委員会 平成17年12月27日
企業会計基準第７号）並びに「企業
結合会計基準及び事業分離等会計基
準に関する適用指針」（企業会計基
準委員会 平成17年12月27日 企業
会計基準適用指針第10号）を適用し
ております。 
 これによる損益に与える影響はあ
りません。 
 中間連結財務諸表規則の改正によ
る中間連結財務諸表の表示に関する
変更は以下のとおりであります。
（中間連結キャッシュ・フロー計算
書）
「連結調整勘定償却額」及び「営

業権償却費」は、当中間連結会計期
間から「のれん償却額」として表示
しております。

―――――――― （企業結合に係る会計基準等）
当連結会計年度より、「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議会
平成15年10月31日）及び「事業分離
等に関する会計基準」（企業会計基
準委員会 平成17年12月27日 企業
会計基準第７号）並びに「企業結合
会計基準及び事業分離等会計基準に
関する適用指針」（企業会計基準委
員会 終改正平成18年12月22日
企業会計基準適用指針第10号）を適
用しております。 
 これによる損益に与える影響はあ
りません。 
 連結財務諸表規則の改正による連
結財務諸表の表示に関する変更は以
下のとおりであります。
（連結貸借対照表）
「連結調整勘定」及び「営業権」

は、当連結会計年度から「のれん」
として表示しております。
（連結キャッシュ・フロー計算書）
「連結調整勘定償却額」及び「営

業権償却費」は、当連結会計年度か
ら「のれん償却額」として表示して
おります。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

―――――――― （中間連結損益計算書）
営業外収益の「補助金収入」は、前中間連結会計期間

は「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連
結会計期間において営業外収益の総額の100分の10を超
えたため区分掲記しております。 
 なお、前中間連結会計期間の「補助金収入」の金額は
2百万円であります。



注記事項 
(中間連結貸借対照表関係) 

  
前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産及び賃貸不動産
の減価償却累計額
有形固定資産 17,550百万円
賃貸不動産 555 〃

※１ 有形固定資産及び賃貸不動産
の減価償却累計額
有形固定資産 18,104百万円
賃貸不動産 639 〃

※１ 有形固定資産及び賃貸不動産
の減価償却累計額
有形固定資産 18,010百万円
賃貸不動産 599 〃

 

 

※２ 担保に供している資産並びに
担保付債務は次のとおりであ
ります。

   担保資産

定期預金
46百万円

(  ―百万円)

建物及び 
構築物

2,274 〃
( 364 〃 )

土地
2,164 〃
(  50 〃 )

機械装置
265 〃

(  7 〃 )

投資有価証券
636 〃

(  ― 〃 )

計
5,387百万円
( 421百万円)

   担保付債務

買掛金
124百万円

(  ―百万円)

短期借入金
4,876 〃
(  400 〃 )

長期借入金 
(１年以内 
返済予定額を
含む)

2,974 〃
(1,117 〃 )

計
7,975百万円
(1,517百万円)

上記のうち( )内書は工場
財団抵当並びに当該債務を示
しております。

 

 

※２ 担保に供している資産並びに
担保付債務は次のとおりであ
ります。

   担保資産

定期預金
45百万円

( ―百万円)

建物及び
構築物

2,177 〃
( 383 〃 )

土地
2,482 〃
( 50 〃 )

機械装置
173 〃

(  6 〃 )

投資有価証券
380 〃

( ― 〃 )

計
5,259百万円
( 439百万円)

   担保付債務

買掛金
100百万円

( ―百万円)

短期借入金
4,876 〃
(  400 〃 )

長期借入金
(１年以内 
返済予定額を
含む)

3,148 〃
(1,087 〃 )

計
8,124百万円
(1,487百万円)

上記のうち( )内書は工場
財団抵当並びに当該債務を示
しております。

 

 

※２ 担保に供している資産並びに
担保付債務は次のとおりであ
ります。

  担保資産

定期預金
46百万円

(  ―百万円)

建物及び
構築物

2,252 〃
( 398 〃 )

機械装置
196 〃

(   7 〃 )

土地
2,164 〃
(  50 〃 )

投資有価証券
571 〃

(  ― 〃 )

計
5,232百万円
( 455百万円)

  担保付債務

買掛金
94百万円

(  ―百万円)

短期借入金
4,876 〃
( 400 〃 )

長期借入金
(１年以内 
返済予定額を
含む)

2,744 〃
(1,102 〃 )

計
7,714百万円
(1,502百万円)

上記のうち( )内書は工場
財団抵当並びに当該債務を示
しております。

 

３ 偶発債務
連結子会社以外の会社の金

融機関等からの借入等に対
し、債務保証を行っておりま
す。

㈱阿久根食肉 
流通センター

2,270百万円

㈲岩花スワイン 
ファーム

87 〃

㈱南部ファーム 29 〃
その他３件 376 〃

計 2,764百万円  

３ 偶発債務
連結子会社以外の会社の金

融機関等からの借入等に対
し、債務保証を行っておりま
す。

㈱阿久根食肉
流通センター

2,113百万円

㈲岩花スワイン
ファーム

80 〃

その他３件 374 〃
計 2,568百万円

３ 偶発債務
連結子会社以外の会社の金

融機関等からの借入等に対
し、債務保証を行っておりま
す。

㈱阿久根食肉 
流通センター

2,167百万円

㈱小美玉ファー
ム

437 〃

㈲岩花スワイン 
ファーム

80 〃

㈱南部ファーム 18 〃
その他３件 375 〃

計 3,079百万円
※４ 株式消費貸借取引担保

「投資有価証券」には消費
貸借契約により貸し付けてい
る有価証券1,193百万円が含
まれております。なお、当該
取引による預り金は流動負債
の「その他」に含まれてお
り、その金額は800百万円で
あります。

※４ 株式消費貸借取引担保
「投資有価証券」には消費

貸借契約により貸し付けてい
る有価証券1,461百万円が含
まれております。なお、当該
取引による預り金は流動負債
の「短期借入金」に含まれて
おり、その金額は1,150百万
円であります。

※４ 株式消費貸借取引担保
「投資有価証券」には消費

貸借契約により貸し付けてい
る有価証券1,173百万円が含
まれております。なお、当該
取引による預り金は流動負債
の「短期借入金」に含まれて
おり、その金額は800百万円
であります。



前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※５ 中間連結会計期間末日満期手
形の会計処理については、手
形交換日をもって決済処理し
ております。 
 なお、当中間連結会計期間
末日が金融機関の休日であっ
たため、次の中間連結会計期
間末日満期手形が、中間連結
会計期間末残高に含まれてお
ります。
受取手形 5百万円
支払手形 20 〃

※５ 中間連結会計期間末日満期手
形の会計処理については、手
形交換日をもって決済処理し
ております。 
 なお、当中間連結会計期間
末日が金融機関の休日であっ
たため、次の中間連結会計期
間末日満期手形が、中間連結
会計期間末残高に含まれてお
ります。
受取手形 20百万円
支払手形 ― 〃

※５ 連結会計年度末日満期手形の
会計処理については、手形交
換日をもって決済処理してお
ります。 
 なお、当連結会計年度末日
が金融機関の休日であったた
め、次の期末日満期手形が、
期末残高に含まれておりま
す。

受取手形 4百万円
支払手形 ― 〃



(中間連結損益計算書関係) 
  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち
主要な費目及び金額は次のと
おりであります。
給料手当 2,901百万円
運賃 1,109 〃
賞与引当金 
繰入額

623 〃

退職給付費用 196 〃

※１ 販売費及び一般管理費のうち
主要な費目及び金額は次のと
おりであります。
給料手当 2,854百万円
運賃 1,176 〃
賞与引当金
繰入額

608 〃

退職給付費用 183 〃

※１ 販売費及び一般管理費のうち
主要な費目及び金額は次の
とおりであります。
給料手当 6,314百万円
運賃 2,392 〃
賞与引当金
繰入額

650 〃

退職給付費用 397 〃
※２ 固定資産売却益の内訳

土地 15百万円
その他 0 〃

計 15百万円

※２ 固定資産売却益の内訳
生物 0百万円
その他 0 〃

計 1百万円

※２ 固定資産売却益の内訳
土地 15百万円
その他 0 〃

計 15百万円

※３ 固定資産売却損の内訳

機械装置 2百万円
生物 3 〃
その他 0 〃

計 5百万円
 

※３ 固定資産売却損の内訳
生物 3百万円
その他 0 〃

計 3百万円

※３ 固定資産売却損の内訳

生物 5百万円
機械装置 2 〃
その他 0 〃

計 8百万円

※４ 固定資産除却損の内訳
建物及び構築物 83百万円
機械装置及び 
運搬具

6 〃

その他 13 〃
計 103百万円

※４ 固定資産除却損の内訳
建物及び構築物 20百万円
機械装置及び
運搬具

3 〃

その他 52 〃
計 76百万円

※４ 固定資産除却損の内訳
建物及び構築物 191百万円
機械装置及び 
運搬具

13 〃

その他 38 〃
計 243百万円

※５   ―――――――― ※５   ――――――――

 

※５ 減損損失 

当社グループは、以下の資
産グループについて減損損失
を計上しました。

用途 種類 場所
金額

(百万円)

店舗
リース資産
(工具器具備
品他)

㈱サンエー
東京都足立区

21

当社グループは、管理会計
上の区分を基準に資産のグル
ーピングを行っております。
ただし、賃貸資産、遊休資産
につきましては個別物件を基
本単位としております。
当連結会計年度において、

収益性が低下した事業用資産
について、当該減少額を減損
損失（21百万円）として特別
損失に計上しております。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 11,377株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元株式のストックオプション行使に伴う処分による減少 7,000株 

  
３ 新株予約権に関する事項 

 
  注１ 新株予約権の当期減少は、新株予約権の行使によるものです。 
      ２ 上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものです。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 11,732株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 取引金融機関との関係強化を目的とする処分による減少 2,500,000株 

 単元株式のストックオプション行使に伴う処分による減少 8,000株 

 単元未満株式の買増請求による減少 2,195株 

  
３ 配当に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 87,759,216 ― ― 87,759,216

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 15,613,405 11,377 8,286 15,616,496

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当中間連結会
計期間末残高
（百万円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社 平成15年新株予約権 普通株式 145,000 ― 7,000 138,000 ―

合 計 145,000 ― 7,000 138,000 ―

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 505 7.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 87,759,216 ― ― 87,759,216

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 15,607,113 11,732 2,510,195 13,108,650



次へ 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 21,004株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元株式のストックオプション行使に伴う処分による減少 23,000株 

 単元未満株式の買増請求による減少 4,296株 

  
３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
  

 
  

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 505 7.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 87,759,216 ― ― 87,759,216

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 15,613,405 21,004 27,296 15,607,113

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 505 7.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 505 7.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の中間期末
残高と中間連結貸借対照表に掲
記されている科目の金額との関
係

現金及び 
預金勘定

11,089百万円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金

△219 〃

現金及び 
現金同等物

10,870百万円

※１ 現金及び現金同等物の中間期末
残高と中間連結貸借対照表に掲
記されている科目の金額との関
係

現金及び 
預金勘定

4,922百万円

預入期間が
３ヶ月を超える
定期預金

△246 〃

現金及び 
現金同等物

4,675百万円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高
と連結貸借対照表に掲記されて
いる科目の金額との関係

現金及び
預金勘定

4,989百万円

預入期間が
３ヶ月を超える 
定期預金

△254 〃

現金及び
現金同等物

4,735百万円



(リース取引関係) 
  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

１ リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外のフ
ァイナンス・リース取引

 (1) リース物件の取得価額相当
額、減価償却累計額相当額及び
中間期末残高相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末
残高 
相当額 

(百万円)

有形固定資産 
その他 
(機械装置及
び運搬具)

2,377 1,215 1,162

有形固定資産 
その他 
(工具器具備
品他)

1,147 485 662

無形固定資産 18 15 3

合計 3,543 1,715 1,827

 

１ リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外のフ
ァイナンス・リース取引

 (1) リース物件の取得価額相当
額、減価償却累計額相当額、減
損損失累計額相当額及び中間期
末残高相当額

取得価
額相当
額(百万
円)

減価償
却累計
額相当
額(百万
円)

減損損
失累計
額相当
額(百万
円)

中間期
末残高
相当額
(百万
円)

有 形 固 定
資 産 そ の
他(機械装
置 及 び 運
搬具)

2,549 1,340 1 1,207

有 形 固 定
資 産 そ の
他(工具器
具備品他)

1,102 400 20 681

無 形 固 定
資産

46 7 ― 38

合計 3,698 1,749 21 1,927

 

１ リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外のフ
ァイナンス・リース取引
(1) リース物件の取得価額相当
額、減価償却累計額相当額、減
損損失累計額相当額及び期末残
高相当額

取得価
額相当
額(百万
円)

減価償
却累計
額相当
額(百万
円)

減損損
失累計
額相当
額(百万
円)

期末残
高相当
額(百万
円)

有 形 固 定
資 産 そ の
他(機械装
置 及 び 運
搬具)

2,626 1,350 1 1,274

有 形 固 定
資 産 そ の
他(工具器
具備品他)

1,100 320 20 758

無 形 固 定
資産

5 3 ― 2

合計 3,731 1,674 21 2,035

 

 (2) 未経過リース料中間期末残高
相当額

 １年以内 630百万円

 １年超 1,231 〃

合計 1,861百万円
 

 (2) 未経過リース料中間期末残高
相当額及びリース資産減損勘定
中間期末残高
 未経過リース料中間期末残高相
当額

 １年以内 637百万円

 １年超 1,347 〃

合計 1,984百万円

リース資産減損勘定中間期末残

高           19百万円

 

(2) 未経過リース料期末残高相当
額及びリース資産減損勘定期末
残高

 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 639百万円

１年超 1,462 〃

合計 2,102百万円

リース資産減損勘定期末残高

21百万円

 

 (3) 支払リース料、減価償却費相
当額及び支払利息相当額

支払リース料 347百万円

減価償却費 
相当額

327 〃

支払利息相当額 21 〃

 (3) 支払リース料、リース資産減
損勘定の取崩額、減価償却費相
当額、支払利息相当額及び減損
損失

支払リース料 367百万円

リース資産減損
勘定の取崩額

2 〃

減価償却費
相当額

343 〃

支払利息相当額 23 〃

減損損失 ― 〃

 

(3) 支払リース料、減価償却費相
当額、支払利息相当額及び減損
損失

支払リース料 712百万円

減価償却費
相当額

671 〃

支払利息相当額 45 〃

減損損失 21 〃

 (4) 減価償却費相当額の算定方法
   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ
っております。

 (4) 減価償却費相当額の算定方法
同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法
同左

 (5) 利息相当額の算定方法
   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息
相当額とし、各期への配分方法
については利息法によっており
ます。

 (5) 利息相当額の算定方法
同左

(5) 利息相当額の算定方法
同左

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

 １年以内 13百万円

 １年超 32 〃

合計 46百万円

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

 １年以内 28百万円

 １年超 68 〃

合計 96百万円

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内 23百万円

１年超 58 〃

合計 81百万円



(有価証券関係) 
前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
（注） 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当中間連結会計期間においてその他有価証券で時価

のある株式について5百万円減損処理を行っております。 

なお、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、一定期間における中間決算日及び決算日前

１ヶ月の市場価格等の平均に基づいて算定された時価と帳簿価額との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握

するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評

価を行い、総合的に判断しております。 

  

２ 時価評価されていない有価証券 
  

 
  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
（注） 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当中間連結会計期間においてその他有価証券で時価

のある株式については減損処理を行っておりません。 

なお、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、一定期間における中間決算日及び決算日前

１ヶ月の市場価格等の平均に基づいて算定された時価と帳簿価額との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握

するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評

価を行い、総合的に判断しております。 

  

２ 時価評価されていない有価証券 
  

 
  

取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

(1) 株式 2,507 3,751 1,243

(2) 債券 ― ― ―

合計 2,507 3,751 1,243

中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

(1) 非上場株式 655

(2) その他 2

合計 658

取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

(1) 株式 2,591 3,203 611

(2) 債券 ― ― ―

合計 2,591 3,203 611

中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

(1) 非上場株式 183

(2) その他 2

合計 186



次へ 

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
（注） 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当連結会計年度においてその他有価証券で時価のあ

る株式について31百万円は減損処理を行っております。 

なお、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における最高値・最安値と

帳簿価額との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベー

スでの各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

  

２ 時価評価されていない有価証券 
  

 
（注） 当連結会計年度において出資先の財政状態を勘案した結果、６百万円の減損処理を行っております。 

  

(デリバティブ取引関係) 
 前中間連結会計期間末(平成18年９月30日)、当中間連結会計期間末(平成19年９月30日)及び前連結会

計年度末(平成19年３月31日) 

 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外の取引はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 

  
(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自平成19年

４月１日 至平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

 食肉の製造及び販売の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合

計額に占める割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自平成19年

４月１日 至平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の売上高の割合がいずれも90％を超えているため、所

在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自平成19年

４月１日 至平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 

  

取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

(1) 株式 2,494 3,612 1,117

(2) 債券 ― ― ―

合計 2,494 3,612 1,117

連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

(1) 非上場株式 652

(2) その他 2

合計 654



前へ 

(１株当たり情報) 
  

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 308円86銭 １株当たり純資産額 306円48銭 １株当たり純資産額 316円58銭

１株当たり中間純利益 3円43銭 １株当たり中間純利益 1円73銭 １株当たり当期純利益 12円38銭

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益

3円43銭
潜在株式調整後１株当た
り中間純利益

1円73銭
潜在株式調整後１株当た
り当期純利益

12円37銭

（注）算定上の基礎

１ １株当たり純資産額
中間連結貸借対照表の純資産の
部の合計額

22,605百万円
普通株式に係る純資産額

22,282百万円
差額の内訳
 少数株主持分

323百万円
普通株式の発行済株式数

87,759千株
普通株式の自己株式数

15,616千株
１株当たり純資産額の算定に用
いられた普通株式の数

72,142千株

（注）算定上の基礎

１ １株当たり純資産額
中間連結貸借対照表の純資産の
部の合計額

23,243百万円
普通株式に係る純資産額

22,878百万円
差額の内訳
 少数株主持分

364百万円
普通株式の発行済株式数

87,759千株
普通株式の自己株式数

13,108千株
１株当たり純資産額の算定に用
いられた普通株式の数

74,650千株

（注）算定上の基礎

１ １株当たり純資産額
連結貸借対照表の純資産の部の
合計額

23,184百万円
普通株式に係る純資産額

22,842百万円
差額の内訳
少数株主持分

342百万円
普通株式の発行済株式数

87,759千株
普通株式の自己株式数

15,607千株
１株当たり純資産額の算定に用
いられた普通株式の数

72,152千株

 

２ １株当たり中間純利益及び潜在

株式調整後１株当たり中間純利

益
中間連結損益計算書上の中間
純利益

247百万円

普通株式に係る中間純利益

247百万円

普通株主に帰属しない金額の
主な内訳

   該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

72,143千株

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益の算定に用いられた

中間純利益調整額の主な内訳

   該当事項はありません。

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益の算定に用いられた

普通株式増加数の主な内訳

  新株予約権 27千株

  普通株式の増加数 27千株
 

２ １株当たり中間純利益及び潜在

株式調整後１株当たり中間純利

益
中間連結損益計算書上の中間
純利益

127百万円

普通株式に係る中間純利益

127百万円

普通株主に帰属しない金額の
主な内訳

   該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

73,816千株

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益の算定に用いられた

中間純利益調整額の主な内訳

   該当事項はありません。

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益の算定に用いられた

普通株式増加数の主な内訳

  新株予約権 38千株

  普通株式の増加数 38千株
 

２ １株当たり当期純利益及び潜在

株式調整後１株当たり当期純利

益
連結損益計算書上の当期純利
益

893百万円

普通株式に係る当期純利益

893百万円

普通株主に帰属しない金額の
主な内訳

  該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

72,146千株

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益の算定に用いられた

当期純利益調整額の主な内訳

  該当事項はありません。

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益の算定に用いられた

普通株式増加数の主な内訳

 新株予約権 49千株

 普通株式の増加数 49千株



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １．現金及び預金 ※３ 9,780 3,400 5,273

 ２．受取手形 ※５ 258 286 239

 ３．売掛金 23,686 26,243 23,992

 ４．たな卸資産 7,610 10,274 8,902

 ５．繰延税金資産 395 299 310

 ６．短期貸付金 3,856 3,639 3,435

 ７．その他 1,792 1,916 3,733

   貸倒引当金 △713 △488 △480

  流動資産合計 46,668 61.6 45,572 61.1 45,406 60.7

Ⅱ 固定資産

 １．有形固定資産

  (1)建物
※１ 
※３

6,451 6,754 6,733

  (2)土地 ※３ 5,755 5,794 5,755

  (3)その他
※１ 
※３

1,624 1,912 1,909

  有形固定資産合計 13,831 18.3 14,461 19.4 14,398 19.2

 ２．無形固定資産 169 0.2 140 0.2 146 0.2

 ３．投資その他の 
   資産

  (1)投資有価証券
※２ 
※３

11,851 9,960 11,377

  (2)長期貸付金 1,398 1,366 1,192

  (3)賃貸不動産 ※１ 1,654 1,587 1,620

  (4)繰延税金資産 448 878 596

  (5)その他 1,684 1,494 1,768

   投資損失引当金 △1,607 △667 △1,424

   貸倒引当金 △367 △258 △284

  投資その他の資産 
  合計

15,062 19.9 14,360 19.3 14,847 19.9

  固定資産合計 29,063 38.4 28,962 38.9 29,392 39.3

Ⅲ 繰延資産

   社債発行費 19 23 36

  繰延資産合計 19 0.0 23 0.0 36 0.0

  資産合計 75,751 100.0 74,558 100.0 74,835 100.0



 

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １．支払手形 ※５ 26 ─ ─

 ２．買掛金 ※３ 12,721 13,171 12,616

 ３．短期借入金
※２
※３

16,114 18,115 17,418

 ４．一年以内返済予 
   定の長期借入金

※３ 4,287 2,698 3,338

 ５．一年以内償還予 
   定の社債

3,180 576 576

 ６．未払法人税等 449 354 167

 ７．賞与引当金 600 588 589

 ８．その他
※２ 
※６

2,432 1,913 1,919

  流動負債合計 39,813 52.6 37,417 50.2 36,626 48.9

Ⅱ 固定負債

 １．社 債 3,630 5,856 6,144

 ２．長期借入金 ※３ 7,098 5,179 6,325

 ３．退職給付引当金 1,178 1,179 1,197

 ４．役員退職慰労 
   引当金

─ 352 ─

 ５．債務保証損失 
   引当金

18 18 17

 ６．その他 240 226 237

  固定負債合計 12,164 16.0 12,812 17.2 13,920 18.6

  負債合計 51,977 68.6 50,229 67.4 50,546 67.5



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １．資本金 9,899 13.1 9,899 13.3 9,899 13.2

 ２．資本剰余金

  (1) 資本準備金 5,832 5,832 5,832

  (2) その他資本 
    剰余金

4,502 4,785 4,502

  資本剰余金合計 10,334 13.6 10,618 14.2 10,335 13.8

 ３．利益剰余金

  (1) その他利益 
    剰余金

    別途積立金 3,860 4,560 3,860

    繰越利益 
    剰余金

1,619 1,180 2,236

  利益剰余金合計 5,479 7.2 5,740 7.7 6,096 8.2

 ４．自己株式 △2,668 △3.5 △2,241 △3.0 △2,667 △3.6

  株主資本合計 23,046 30.4 24,016 32.2 23,663 31.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １．その他有価証券 
   評価差額金

724 345 646

 ２．繰延ヘッジ損益 3 △32 △21

  評価・換算差額 
  等合計

727 1.0 313 0.4 624 0.9

  純資産合計 23,773 31.4 24,329 32.6 24,288 32.5

  負債純資産合計 75,751 100.0 74,558 100.0 74,835 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 104,246 100.0 112,402 100.0 211,691 100.0

Ⅱ 売上原価 96,092 92.2 104,194 92.7 194,780 92.0

   売上総利益 8,153 7.8 8,208 7.3 16,911 8.0

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

7,184 6.9 7,472 6.6 14,371 6.8

   営業利益 968 0.9 735 0.7 2,539 1.2

Ⅳ 営業外収益 ※１ 834 0.8 820 0.7 1,570 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２ 727 0.7 780 0.7 1,495 0.7

   経常利益 1,075 1.0 775 0.7 2,614 1.2

Ⅵ 特別利益 ※３ 132 0.1 128 0.1 133 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４ 427 0.4 479 0.4 1,114 0.5

   税引前中間（当 
   期）純利益

779 0.7 424 0.4 1,633 0.8

   法人税、住民税 
   及び事業税

422 327 653

   法人税等調整額 130 553 0.5 △51 275 0.3 137 790 0.4

   中間(当期)純利 
   益

226 0.2 148 0.1 843 0.4



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

項 目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 9,899 5,832 4,501 10,334

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当

 別途積立金の積立

 中間純利益

 自己株式の取得

 自己株式の処分 0 0

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ 0 0

平成18年９月30日残高(百万円) 9,899 5,832 4,502 10,334

項 目

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 2,360 3,398 5,758 △2,666 23,326

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △505 △505 △505

 別途積立金の積立 1,500 △1,500 ─ ─

 中間純利益 226 226 226

 自己株式の取得 △3 △3

 自己株式の処分 1 1

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

1,500 △1,778 △278 △2 △280

平成18年９月30日残高(百万円) 3,860 1,619 5,479 △2,668 23,046

項 目

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 928 ─ 928 24,254

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △505

 別途積立金の積立 ─

 中間純利益 226

 自己株式の取得 △3

 自己株式の処分 1

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△204 3 △200 △200

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△204 3 △200 △480

平成18年９月30日残高(百万円) 724 3 727 23,773



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

項 目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 9,899 5,832 4,502 10,335

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当

 別途積立金の積立

 中間純利益

 自己株式の取得

 自己株式の処分 283 283

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ 283 283

平成19年９月30日残高(百万円) 9,899 5,832 4,785 10,618

項 目

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 3,860 2,236 6,096 △2,667 23,663

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △505 △505 △505

 別途積立金の積立 700 △700 ─ ─

 中間純利益 148 148 148

 自己株式の取得 △3 △3

 自己株式の処分 429 712

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

700 △1,056 △356 425 352

平成19年９月30日残高(百万円) 4,560 1,180 5,740 △2,241 24,016

項 目

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 646 △21 624 24,288

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △505

 別途積立金の積立 ─

 中間純利益 148

 自己株式の取得 △3

 自己株式の処分 712

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△300 △10 △311 △311

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△300 △10 △311 40

平成19年９月30日残高(百万円) 345 △32 313 24,329



前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

項 目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 9,899 5,832 4,501 10,334

事業年度中の変動額

 剰余金の配当

 別途積立金の積立

 当期純利益

 自己株式の取得

 自己株式の処分 0 0

 株主資本以外の項目の 
 会計期間中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ 0 0

平成19年３月31日残高(百万円) 9,899 5,832 4,502 10,335

項 目

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 2,360 3,398 5,758 △2,666 23,326

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △505 △505 △505

 別途積立金の積立 1,500 △1,500 ─ ─

 当期純利益 843 843 843

 自己株式の取得 △6 △6

 自己株式の処分 4 5

 株主資本以外の項目の 
 会計期間中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計 
(百万円)

1,500 △1,161 338 △1 337

平成19年３月31日残高(百万円) 3,860 2,236 6,096 △2,667 23,663

項 目

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 928 ─ 928 24,254

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △505

 別途積立金の積立 ─

 当期純利益 843

 自己株式の取得 △6

 自己株式の処分 5

 株主資本以外の項目の 
 会計期間中の変動額(純額)

△281 △21 △303 △303

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

△281 △21 △303 33

平成19年３月31日残高(百万円) 646 △21 624 24,288



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法

その他有価証券

 時価のあるもの

 中間決算日以前１ヶ月の

市場価格等の平均に基づ

く時価法(評価差額は全

部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

 時価のあるもの

同左

 

 

 

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

 時価のあるもの

 決算日以前１ヶ月の市場

価格等の平均に基づく時

価法(評価差額は全部純

資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均

法により算定)

 時価のないもの

 移動平均法による原価法

 時価のないもの

同左

 時価のないもの

同左

 (2) デリバティブ

時価法

 (2) デリバティブ

同左

 (2) デリバティブ

同左

 (3) たな卸資産

商品及び製品

個別法及び総平均法による

原価法

原材料、仕掛品及び貯蔵品

 先入先出法による原価法

 (3) たな卸資産

商品及び製品

同左

原材料、仕掛品及び貯蔵品

同左

 (3) たな卸資産

商品及び製品

同左

原材料、仕掛品及び貯蔵品

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産及び賃貸不動産

定率法(千葉工場においては

定額法)

 但し、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属

設備は除く)については、定

額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物 主として 38年

機械装置 主として ９年

賃貸不動産 
(建物)

主として 38年

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産及び賃貸不動産

定率法(千葉工場においては

定額法)

 但し、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属

設備は除く)については、定

額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物 主として 38年

機械装置 主として ９年

賃貸不動産
(建物)

主として 38年

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産及び賃貸不動産

定率法(千葉工場においては

定額法)

 但し、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属

設備は除く)については、定

額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物 主として 38年

機械装置 主として ９年

賃貸不動産
(建物)

主として 38年

(会計方針の変更) 

 法人税法の改正((所得税法

等の一部を改正する法律 平

成19年３月30日 法律第６

号)及び(法人税法施行令の一

部を改正する政令 平成19年

３月30日 政令第83号))に伴

い、当中間会計期間から、平

成19年４月１日以降に取得し

たものについては、改正後の

法人税法に基づく方法に変更

しております。 

 なお、この変更による売上

総利益、営業利益、経常利

益、税引前中間純利益、及び

中間純利益に与える影響は軽

微であります。



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(追加情報) 

 平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却

可能限度額まで償却が終了し

た翌年から５年間で均等償却

する方法によっております。 

 なお、この変更による売上

総利益、営業利益、経常利

益、税引前中間純利益、及び

中間純利益に与える影響は軽

微であります。

 (2) 無形固定資産 

   定額法

なお、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内に

おける利用可能期間(５年)に

基づく定額法を採用しており

ます。

 (2) 無形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

同左

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は、貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上して

おります。

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

 従業員賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を計上し

ております。

 (2) 賞与引当金

同左

 (2) 賞与引当金

 従業員賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当

期の負担額を計上しておりま

す。

 (3) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。

 また、過去勤務債務は、発生

した期より、数理計算上の差異

は、発生の翌期よりそれぞれ５

年による定額法により按分した

額を損益処理しております。

 (3) 退職給付引当金

同左

 (3) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき、当

事業年度末において発生してい

ると認められる額を計上してお

ります。

 また、過去勤務債務は、発生

した期より、数理計算上の差異

は、発生の翌期よりそれぞれ５

年による定額法により按分した

額を損益処理しております。

 (4) ――――――――  (4) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく当中間

会計期間末要支給額を計上して

おります。

 (4) ――――――――



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(会計方針の変更)

 役員退職慰労金につきまし

ては、従来支出時に費用とし

て処理しておりましたが、当

中間会計期間より、内規に基

づく中間会計期間末要支給額

を役員退職慰労引当金として

計上する方法に変更しており

ます。 

 この変更は、「租税特別措

置法上の準備金及び特別法上

の引当金又は準備金並びに役

員退職慰労引当金等に関する

監査上の取扱い」（日本公認

会計士協会 平成19年４月13

日 監査・保証実務委員会報

告第42号）が公表されたこと

を契機に、役員退職慰労金を

役員在任期間にわたって合理

的に費用配分することによ

り、期間損益の適正化及び財

務内容の健全化を図るために

行ったものであります。 

 この変更により、当中間会

計期間発生額6百万円を販売

費及び一般管理費に計上し、

過年度相当額306百万円を特

別損失に計上しております。 

 この結果、従来の方法によ

った場合と比べ、営業利益及

び経常利益は6百万円、税引

前中間純利益は313百万円そ

れぞれ減少しております。 

 なお、役員退職慰労引当金

の設定に合わせ、従来、退職

給付引当金に含めて引当処理

していた執行役員に係る執行

役員退職慰労引当金（前中間

会計期間54百万円 当中間会

計期間38百万円）を当中間会

計期間より役員退職慰労引当

金に含めて表示しておりま

す。

 (5) 債務保証損失引当金

 債務保証による損失に備える

ため、保証先の資産内容等を勘

案して必要額を計上しておりま

す。

 (5) 債務保証損失引当金

同左

 (5) 債務保証損失引当金

同左

 (6) 投資損失引当金

 関係会社株式等の価値の減少

による損失に備えるため、投資

先の財政状態等を勘案し、必要

額を計上しております。

 (6) 投資損失引当金

同左

 (6) 投資損失引当金

同左



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

４ リース取引の処理方法

同左

４ リース取引の処理方法

同左

５ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

予定取引に係る為替予約取引

の評価差額は、純資産の部の評

価・換算差額等として繰延べて

おります。なお、外貨建取引の

発生前に為替予約が締結されて

いるものは、外貨建取引及び金

銭債務に為替予約相場による円

換算額を付しております。

また、金利スワップについて

特例処理の要件を満たしている

場合には、特例処理を採用して

おります。

５ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

予定取引に係る為替予約取引

等の評価差額は、純資産の部の

評価・換算差額等として繰延べ

ております。なお、外貨建取引

の発生前に為替予約が締結され

ているものは、外貨建取引及び

金銭債務に為替予約相場による

円換算額を付しております。

また、金利スワップについて

特例処理の要件を満たしている

場合には、特例処理を採用して

おります。

５ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引及び金利スワ

ップ取引

ヘッジ対象

輸入取引及び借入金

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引、クーポンス

ワップ取引、及び金利スワ

ップ取引

ヘッジ対象

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

同左

 (3) ヘッジ方針

 実需の範囲で輸入取引及び借

入金に係る為替変動リスク並び

に金利変動リスクをヘッジする

方針であります。

 (3) ヘッジ方針

同左

 (3) ヘッジ方針

同左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ取引の実行に当たり、

ヘッジ対象とヘッジ手段との重

要な条件(金額、時期等)がほぼ

一致していることを確認すると

ともに、開始後も継続して為替

相場の変動を相殺できることを

確認しております。

 また、予定取引については実

行可能性が極めて高いかどうか

の判断を行っております。

 なお、特例処理によっている

金利スワップについては有効性

の評価を省略しております。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

    消費税等の会計処理

 消費税等の会計処理は税抜方

式を採用しております。

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

     消費税等の会計処理

同左

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

     消費税等の会計処理

同左



会計処理の変更 

 
表示方法の変更 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等) 
（自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準等の一部改正）
 当中間会計期間より、「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会計
基準」（企業会計基準委員会 平成
17年12月９日 企業会計基準第５
号）及び「貸借対照表の純資産の部
の表示に関する会計基準等の適用指
針」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準適用指針
第８号）並びに改正後の「自己株式
及び準備金の額の減少等に関する会
計基準」（企業会計基準委員会 
終改正 平成18年８月11日 企業会
計基準第１号）及び「自己株式及び
準備金の額の減少等に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準委員
会 終改正 平成18年８月11日
企業会計基準適用指針第２号）を適
用しております。これによる損益に
与える影響はありません。
 なお、従来の資本の部の合計に相
当する金額は23,770百万円でありま
す。
 中間財務諸表等規則の改正によ
り、当中間会計期間における中間財
務諸表は、改正後の中間財務諸表等
規則により作成しております。

――――――――

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等） 
（自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準等の一部改正）
当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準第５号）
及び「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年12
月９日 企業会計基準適用指針第８
号）並びに改正後の「自己株式及び
準備金の額の減少等に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 終改
正 平成18年８月11日 企業会計基
準第１号）及び「自己株式及び準備
金の額の減少等に関する会計基準の
適用指針」（企業会計基準委員会

終改正 平成18年８月11日 企業
会計基準適用指針第２号）を適用し
ております。これによる損益に与え
る影響はありません。
なお、従来の資本の部の合計に相

当する金額は24,310百万円でありま
す。
財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改正
後の財務諸表等規則により作成して
おります。

―――――――― 
 
 
  
 

――――――――
 
 
  
 

（企業結合に係る会計基準等）
当事業年度より、「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会 平
成15年10月31日）及び「事業分離等
に関する会計基準」（企業会計基準
委員会 平成17年12月27日 企業会
計基準第７号）並びに「企業結合会
計基準及び事業分離等会計基準に関
する適用指針」（企業会計基準委員
会 終改正 平成18年12月22日
企業会計基準適用指針第10号）を適
用しております。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(中間貸借対照表)

  前中間会計期間まで、旧有限会社法に規定する有限

会社に対する当社持分は、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、会社法及び会社

法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第２条

第２項により、その持分が子会社株式にみなされるこ

ととなったため、当中間会計期間より投資その他の資

産の「投資有価証券」に含めて表示しております。 

 これにより、投資その他の資産の「投資有価証券」

は1百万円増加しております。

――――――――



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産及び賃貸不動産

の減価償却累計額

有形固定資産 10,386百万円

賃貸不動産 555 〃

※１ 有形固定資産及び賃貸不動産

の減価償却累計額

有形固定資産 11,072百万円

賃貸不動産 622 〃

※１ 有形固定資産及び賃貸不動産

の減価償却累計額

有形固定資産 10,645百万円

賃貸不動産 588 〃

※２ 株式消費貸借取引担保

   「投資有価証券」には消費貸

借契約により貸し付けている

有価証券1,193百万円が含ま

れております。なお、当該取

引による預り金は流動負債の

「その他」に含まれており、

その金額は、800百万円であ

ります。

※２ 株式消費貸借取引担保

   「投資有価証券」には消費貸

借契約により貸し付けている

有価証券1,461百万円が含ま

れております。なお、当該取

引による預り金は流動負債の

「短期借入金」に計上してお

り、その金額は、1,150百万

円であります。

※２ 株式消費貸借取引担保

   「投資有価証券」には消費貸

借契約により貸し付けている

有価証券1,173百万円が含ま

れております。なお、当該取

引による預り金は流動負債の

「短期借入金」に計上してお

り、その金額は、800百万円

であります。

 

 

※３ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであ

ります。

   担保資産

定期預金
20百万円

(  ─百万円)

建物
1,918  〃
( 340  〃  )

機械装置
6  〃

(  6  〃  )

土地
1,730  〃
(  30  〃  )

投資有価証券
636  〃

(  ─ 〃 )

計
4,312百万円
( 377百万円)

   担保付債務

買掛金
18百万円

(  ─百万円)

短期借入金
4,268 〃
(  ─ 〃 )

長期借入金 
(１年内 
返済予定額を
含む)

1,922 〃
(1,000 〃 )

関係会社の金
融機関からの
借入金及び仕
入債務

760 〃
(  ─ 〃 )

計
6,968百万円
(1,000百万円)

   上記のうち( )内書は工場財

団抵当並びに当該債務を示し

ております。

 

 

※３ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであ

ります。

   担保資産

定期預金
20百万円

( ─百万円)

建物
1,846  〃
( 362  〃  )

機械装置
136  〃

(  6  〃  )

土地
1,730  〃
( 30  〃  )

投資有価証券
380  〃

( ─ 〃 )

計
4,113百万円
( 399百万円)

   担保付債務

買掛金
14百万円

( ─百万円)

短期借入金
4,268 〃
( ─ 〃 )

長期借入金
(１年内 
返済予定額を
含む)

2,061 〃
(1,000 〃 )

関係会社の金
融機関からの
借入金及び仕
入債務

367 〃
( ─ 〃 )

計
6,711百万円
(1,000百万円)

   上記のうち( )内書は工場財

団抵当並びに当該債務を示し

ております。

 

 

※３ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであ

ります。

   担保資産

定期預金
20百万円

(  ─百万円)

建物
1,910 〃
(  376 〃 )

機械装置
154 〃

(  6 〃 )

土地
1,730 〃
(  30 〃 )

投資有価証券
571 〃

(  ─ 〃 )

計
4,387百万円
( 413百万円)

   担保付債務

買掛金
18百万円

(  ─百万円)

短期借入金
 4,268 〃
(  ─ 〃 )

長期借入金
(１年内 
返済予定額を
含む)

2,081 〃
(1,000 〃 )

関係会社の金
融機関からの
借入金及び仕
入債務

363 〃
(  ─ 〃 )

計
6,730百万円
(1,000百万円)

   上記のうち( )内書は工場財

団抵当並びに当該債務を示し

ております。



 
  

  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

 ４ 偶発債務

   下記の会社の金融機関等から

の借入等に対し、債務保証を

行っております。

㈱阿久根食肉 
流通センター

2,270百万円

㈱美保野ポーク 450 〃

㈱スターゼン 
食品

320 〃

㈱スターゼン 
ミートグループ

285 〃

道央食肉 
センター㈱

181 〃

㈱三戸食肉 
センター

175 〃

㈱丸全 146 〃

㈲ホクサツ 
えびのファーム

101 〃

㈲岩花スワイン 
ファーム

87 〃

㈱南部ファーム 29 〃

従業員住宅資金 24 〃

その他 202 〃

計 4,274百万円

 ４ 偶発債務

   下記の会社の金融機関等から

の借入等に対し、債務保証を

行っております。

㈱阿久根食肉
流通センター

2,113百万円

㈱スターゼン
ミートグループ

608 〃

㈱美保野ポーク 405 〃

㈱小美玉
ファーム

403 〃

道央食肉
センター㈱

154 〃

㈱三戸食肉
センター

129 〃

㈱丸全 116 〃

㈲岩花スワイン
ファーム

80 〃

㈲ホクサツ
えびのファーム

78 〃

ローマイヤ㈱ 40 〃

従業員住宅資金 22 〃

その他 231 〃

計 4,384百万円

 ４ 偶発債務

   下記の会社の金融機関等から

の借入等に対し、債務保証を

行っております。

㈱阿久根食肉 
流通センター

2,167百万円

㈱小美玉
ファーム

437 〃

㈱美保野ポーク 421 〃

㈱スターゼン 
ミートグループ

355 〃

道央食肉
センター㈱

168 〃

㈱三戸食肉
センター

150 〃

㈱丸全  94 〃

㈲ホクサツ
えびのファーム

 90 〃

㈲岩花スワイン 
ファーム

 80 〃

㈱南部ファーム  18 〃

従業員住宅資金  23 〃

その他 202 〃

計 4,209百万円

※５ 中間会計期間末日満期手形の
会計処理については、手形交
換日をもって決済処理してお
ります。 
なお、当中間会計期間末日が
金融機関の休日であったた
め、次の中間会計期間末日満
期手形が、中間会計期間末残
高に含まれております。

受取手形 5百万円

支払手形 20 〃

※５ 中間会計期間末日満期手形の
会計処理については、手形交
換日をもって決済処理してお
ります。 
なお、当中間会計期間末日が
金融機関の休日であったた
め、次の中間会計期間末日満
期手形が、中間会計期間末残
高に含まれております。

受取手形 11百万円

支払手形 ─ 〃

※５ 事業年度末日満期手形の会計
処理については、手形交換日
をもって決済処理しておりま
す。 
なお、当事業年度末日が金融
機関の休日であったため、次
の事業年度末日満期手形が、
当事業年度末残高に含まれて
おります。

受取手形 4百万円

支払手形 ─ 〃

※６ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等と仮受消費税等

を相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示して

おります。

※６ 消費税等の取扱い

同左

   

※６  ――――――――

   



次へ 

(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 営業外収益の主要項目
受取利息 53百万円
保険金収入 165 〃
不動産賃貸 
収入

510 〃

※１ 営業外収益の主要項目
受取利息 61百万円
保険金収入 117 〃
不動産賃貸
収入

463 〃  

※１ 営業外収益の主要項目
受取利息 118百万円
不動産賃貸
収入

1,022 〃

※２ 営業外費用の主要項目
支払利息 282百万円
不動産賃貸 
費用

378 〃

※２ 営業外費用の主要項目
支払利息 347百万円
不動産賃貸
費用

286 〃

※２ 営業外費用の主要項目
支払利息 620百万円
不動産賃貸
費用

734 〃

※３ 特別利益の主要項目

投資有価証券
売却益

92百万円

投資損失引当
金戻入益

40 〃

※３ 特別利益の主要項目

投資有価証券
売却益

44百万円

投資損失引当
金戻入益

84 〃

※３ 特別利益の主要項目

投資有価証券
売却益

92百万円

投資損失引当
金戻入益

41 〃

※４ 特別損失の主要項目
貸倒引当金繰入
額

228百万円

建物及び構築
物除却損

88 〃

投資損失引当
金繰入額

87 〃

※４ 特別損失の主要項目
役員退職慰労引
当金繰入額

306百万円

役員退職慰労
金

86 〃

建物及び構築
物除却損

61 〃

※４ 特別損失の主要項目
関係会社株式
消却差損

517百万円

投資損失引当
金繰入額

205 〃

建物及び構築
物除却損

188 〃

 ５ 減価償却実施額
有形固定資産 480百万円
無形固定資産 27 〃

計 508百万円

 ５ 減価償却実施額
有形固定資産 467百万円
無形固定資産 30 〃

計 497百万円

 ５ 減価償却実施額
有形固定資産 920百万円
無形固定資産 56 〃

計 976百万円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   11,377株 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元株式のストックオプション行使に伴う処分による減少   7,000株 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   11,732株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   取引金融機関との関係強化を目的とする処分による減少   2,500,000株 

   単元株式のストックオプション行使に伴う処分による減少   8,000株 

単元未満株式の買増請求による減少   2,195株 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   21,004株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元株式のストックオプション行使に伴う処分による減少   23,000株 

   単元未満株式の買増請求による減少     4,296株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 15,613,405 11,377 8,286 15,616,496

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 15,607,113 11,732 2,510,195 13,108,650

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 15,613,405 21,004 27,296 15,607,113



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

有形固定資産 
その他 
(車輌運搬具)

1,544 750 793

有形固定資産 
その他 
(機械装置)

100 61 38

有形固定資産 
その他
(工具器具備品)

68 30 38

合計 1,713 842 870

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

有形固定資産 
その他 
(車輌運搬具)

1,658 920 738

有形固定資産 
その他 
(機械装置)

375 164 211

有形固定資産 
その他
(工具器具備品)

78 32 45

合計 2,112 1,118 994

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

有形固定資産
その他 
(車輌運搬具)

1,622 886 736

有形固定資産
その他 
(機械装置)

382 144 238

有形固定資産
その他
(工具器具備品)

77 34 43

合計 2,082 1,064 1,017

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 324百万円

１年超 562 〃

合計 887百万円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 362百万円

１年超 649 〃

合計 1,011百万円

② 未経過リース料期末残高相当額

  

１年以内 365百万円

１年超 670 〃

合計 1,036百万円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 172百万円

減価償却費相当額 163 〃

支払利息相当額 10 〃

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 206百万円

減価償却費相当額 195 〃

支払利息相当額 10 〃

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 359百万円

減価償却費相当額 341 〃

支払利息相当額 19 〃

④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。

⑤ 利息相当額の算定方法

同左

⑤ 利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 
前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 
  

 
  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

 
  

前事業年度末(平成19年３月31日) 
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

 
  
(１株当たり情報) 

１株当たり情報につきましては、中間連結財務諸表を作成しているため省略しております。 
  

(重要な後発事象) 

区分
中間貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)

子会社株式 1,701 2,861 1,159

区分
中間貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)

子会社株式 1,701 2,263 562

区分
貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)

子会社株式 1,701 2,824 1,123

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当社は、平成18年12月５日開催の
取締役会において、平成19年３月31
日付けで当社の連結子会社の㈱スタ
ーゼン食品を吸収合併することを決
議いたしました。 
 なお吸収合併に伴う企業結合に関
する事項の概要は以下のとおりであ
ります。
１．結合当事企業又は対象となる事
業の名称及びその事業の内容、企業
結合の法的形式、結合後企業の名称
並びに取引の目的を含む取引の概要
 (1)結合当事企業又は対象となる 
  事業の名称及びその事業の内容
 名  称 ㈱スターゼン食品 
 事業内容 食肉の加工、食肉製品 
      の製造及び販売等
 (2)企業結合の法的形式
  共通支配下の取引
 (3)結合後企業の名称 
 スターゼン㈱
 (4)取引の目的を含む取引の概要
  ①合併の目的
 被合併会社である㈱スターゼン
食品は、当社の完全子会社であ
り、食肉製品の製造会社として、
主に当社グループへの販売を行っ
ております。今般、㈱スターゼン
食品を吸収合併することにより、
製造設備、人材等の経営資源を集
中し効率的運営を図り、当社の競
争力強化を目指すものでありま
す。

  ②合併期日
 平成19年３月31日

  ③合併の形式
 当社を存続会社とする吸収合併
会社方式とし、㈱スターゼン食品
は解散いたします。

２．実施した会計処理の概要 
 本合併は、「企業結合に係る会計
基準」（企業会計審議会 平成15年
10月31日）及び「企業結合会計基準
及び事業分離等会計基準に関する適
用指針」（企業会計基準適用指針第
10号 平成17年12月27日）に基づ

平成19年10月１日をもって当社の
海外本部の一部（輸入食肉卸売部
門）を以下の通り分割いたしまし
た。
(共通支配下の取引等)
１．結合当事企業又は対象となった
事業の名称及びその事業の内容、企
業結合の法的形式、結合後企業の名
称並びに取引の目的を含む取引の概
要
 (1)結合当事企業又は対象となった
  事業の名称及びその事業の内容
 スターゼンインターナショナル
 株式会社
 輸入食肉卸売事業
 (2)企業結合の法的形式
  当社を分割会社とし、スターゼ
ンインターナショナル株式会社を
分割承継会社とする吸収分割

 (3)結合後企業の名称
 スターゼンインターナショナル 
  株式会社
 (4)取引の目的を含む取引の概要
 この会社分割は、当社の海外本
部の一部（輸入食肉卸売部門）を
平成19年10月１日をもって分割す
るものであり、分割と同時に権限
委譲と責任の明確化を行い、組織
を活性化し、事業経営のスピード
化と効率化を図ることを目的とし
ております。

２．実施した会計処理の概要
 本吸収分割は、「企業結合に係る
会計基準」（企業会計審議会 平成
15年10月31日）及び「企業結合会計
基準及び事業分離等会計基準に関す
る適用指針」（企業会計基準適用指
針第10号 平成18年12月22日）に基
づき、共通支配下の取引として会計
処理を行っております。 
 この結果、スターゼンインターナ
ショナル株式会社が当該分割により
当社から受け入れた資産及び負債
は、分割期日の前日に付された帳簿
価額により計上しております。
３．子会社株式の追加取得に関する

平成19年５月８日開催の取締役会
において、平成19年10月１日をもっ
て当社の海外本部の一部を、平成19
年７月中旬以降に設立予定のスター
ゼンインターナショナル株式会社
（当社100％出資）に承継する会社分
割を行うことを決定いたしました。 
１.会社分割の目的 
 当社は国産食肉および輸入食肉の
加工並びに卸売事業を中心に行って
まいりましたが、今後予想される海
外食肉市場の環境変化にスピーディ
ーに対応するために、海外本部の一
部を分社することといたしました。 
 分社と同時に権限委譲と責任の明
確化を行い、組織を活性化し、事業
経営のスピード化と効率化を図るこ
ととします。 
２.会社分割の要旨 
 (1)分割の日程 
  株主総会において主旨説明 
   平成19年６月28日 
  承継する会社設立 
   平成19年７月中旬以降(予定) 
  分割契約書承認取締役会 
   平成19年８月７日(予定) 
  分割期日 
   平成19年10月１日(予定) 
 (2)分割方式 
 ①分割方式 
 当社の分割会社とし、平成19年７
月中旬以降で当社100％出資により設
立予定のスターゼンインターナショ
ナル株式会社を承継会社とする分社
型吸収分割です。 
 なお、本会社分割は会社法第784条
第３項に定める株主総会の承認を要
しない簡易分割により行います。 
 ②当該分割方式を採用した理由 
 分割される海外本部に係わる営業
が分割期日から円滑に開始できるよ
う、この方式といたしました。 
 (3)株式の割当 
 本分割に際して新たな株式は発行
いたしません。 
 (4)会計処理の概要 
 企業結合会計上、本分割は共通支
配下の取引に該当いたします。な
お、本分割によりのれんの発生はご
ざいません。 



 
  
(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

き、共通支配下の取引として会計処
理をいたします。

 

 

事項
 (1)取得原価及びその内容
 スターゼンインターナショナル 
 株式会社の株式 3,300百万円
 (2)株式取得の対価

棚卸資産 6,310百万円
前渡金
その他流動資産
子会社株式
その他固定資産

1,307 〃
21 〃
383 〃

 15 〃
資産合計 8,037百万円

短期借入金 4,550百万円
その他流動負債 185 〃
負債合計 4,736百万円

  
   
  

(5)承継会社が承継する権利義務 
 承継会社は、当社の海外本部の一
部に関する資産、債務、雇用契約お
よびその他の権利義務を承継いたし
ます。 
 (6)債務履行の見込み 
 分割会社および承継会社につい
て、本分割後の資産及び負債並びに
今後の収益見込みについて検討した
ところ、両者共に負担すべき債務の
履行に支障を及ぼす事態が予測され
ないことから、本分割後の債務の履
行には問題がないものと判断いたし
ました。 
３.分割承継会社の概要 
 (1)商号 
 スターゼンインターナショナル株
式会社 
 (2)事業内容 
 食肉および畜産物の輸出入および
食肉および食肉の加工並びに売買な
ど。 
 (3)本店所在地     東京都 
 (4)代表者の役職、氏名  未定   
 (5)資本金      100百万円 
 (6)決算期      ３月31日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1)有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第68期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 平成19年６月28日関東財務局長に

提出 

  

(2)有価証券報告書の訂正報告書 

訂正報告書（上記（1）有価証券報告書の訂正報告書）を平成19年10月26日関東財務局長に提出 

  

(3)臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号（会社分割）

の規定に基づく臨時報告書を平成19年８月10日関東財務局長に提出 

  

(4)自己株券買付状況報告書 

平成19年４月12日、平成19年５月14日、平成19年７月12日、平成19年８月13日関東財務局長に提出 



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月２０日

ス タ ー ゼ ン 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているスターゼン株式会社の平

成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０

日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間

連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立

の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間連結財務諸表には全体

として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

私どもは、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、ス

ターゼン株式会社及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１８

年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成１８年１２月５日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社ス

ターゼン食品との合併を決議した。 

  

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 岩 瀬 佐千世 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 福 田 日 武 

      

太 陽 Ａ Ｓ Ｇ 監 査 法 人 

  

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 遠 藤   了 

      

  業務執行社員 公認会計士 小笠原   直 

      



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成19年12月25日

スターゼン株式会社 

 取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているスターゼン株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間

連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連

結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算

書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、スターゼン株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は、当中間連結会計

期間より役員退職慰労金を支出時の費用として計上する方法から、内規に基づく中間連結会計期間末要支給

額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  今  井  靖  容  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  岩  瀬  佐 千 世  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  新  居  伸  浩  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月２０日

ス タ ー ゼ ン 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているスターゼン株式会社の平

成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第６８期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０

日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間財務諸表には全体とし

て中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私ども

は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、スターゼン

株式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月

３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成１８年１２月５日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社ス

ターゼン食品との合併を決議した。 

  

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 岩 瀬 佐千世 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 福 田 日 武 

      

太 陽 Ａ Ｓ Ｇ 監 査 法 人 

  

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 遠 藤   了 

      

  業務執行社員 公認会計士 小笠原   直 

      



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成19年12月25日

スターゼン株式会社 

 取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているスターゼン株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第69期事業年度の中

間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、スターゼン株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

  

追記情報 

1. 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は、当中間会計期間よ

り役員退職慰労金を支出時の費用として計上する方法から、内規に基づく中間会計期間末要支給額を役員

退職慰労引当金として計上する方法に変更した。 

2. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年10月１日をもって海外本部の一部を、スター

ゼンインターナショナル株式会社に承継する会社分割を実施した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  今  井  靖  容  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  岩  瀬  佐 千 世  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  新  居  伸  浩  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。
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